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はじめに 

 

文化芸術は、人間と自然との関わりや風土の中で生まれ、育ち、人間が身に付けてい

く立ち居振る舞いや、衣食住をはじめとする暮らし、生活様式、価値観など、およそ人

間と人間の生活に関わる総体を意味します。 

国では、平成１３年に文化芸術に関する施策を総合的かつ計画的に推進することを目

的に制定した「文化芸術振興基本法」を平成２９年に「文化芸術基本法」へ改正し、文

化財の保護や芸術文化の振興などこれまでの文化芸術振興にとどまらず、観光、まちづ

くり、国際交流、福祉、教育、産業などの関連分野における施策も含めた、文化芸術の

振興に関する計画を策定することが、自治体の努力義務として規定されました。 

一方、本市ではこれまで、市や文化団体、市民などが独自に、また連携して文化芸術

事業に取り組んできましたが、中長期的視点で系統立てた取組が不十分なことが課題と

なっていました。 

そこで本市では、平成３１年３月に、地域社会の形成と継続に大きな役割を果たす文

化芸術の力を未来へ発展的につなぎ、文化の薫り高いまちづくりを進めるため、「京丹

後市文化芸術振興条例」を制定し、このたび、この条例に基づき、本市の今後１０年間

の文化芸術に関する施策を総合的かつ計画的に推進するため、「京丹後市文化芸術振興 

計画」を策定しました。 

本市は、古代「丹後王国」があったとされ、多くの古墳や伝説・伝承などの歴史文化

や郷土色豊かな民俗芸能に加え、ユネスコ世界ジオパークに認定された「山陰海岸ジオ

パーク」に代表される豊かな自然を有しています。 

また、自然の恵みと厳しさに向き合い古代より脈々と受け継がれてきた知恵や、時代

に合わせて工夫を繰り返してきた先人の思いが、丹後ちりめんを代表とする織物業や機

械金属業、食文化といった多様な文化的資源として育まれてきました。 

数々の文化遺産に恵まれ、山と海が織りなす景観が美しい本市は、「日本のふるさと

丹後」とも言えます。 

このような魅力あふれる本市で、市民みんなが「住んでいてよかった」と感じ、進学

などで地元を離れた若者が「地元に帰りたい」と思えるような「愛着」と「誇り」を感

じられるまちを目指します。 

それを実現するためには、市民みんなが文化芸術の価値をあらためて見つめ直し、本

市の豊かな文化的資源を最大限に活用することにより、市民が主体となって文化芸術活

動に取り組み、楽しみを感じられる活力ある生活につなげる必要があります。 

 本計画をスタートラインに、本市の文化芸術の目指す将来像や取組の方向性を定め、

文化芸術と観光、産業などとの連携や、北近畿の近隣市町とも連携をさらに深めながら、

本市の文化芸術のまちづくりをより一層推進してまいります。  
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第１章 将来ビジョン  

 

１ 基本理念 

 

 

 

文化芸術を楽しみ 人が輝く京丹後 

～はぐくむ、つなぐ、いかす “日本のふるさと丹後”の文化を次世代へ～ 

 

 

 

  

 文化芸術は、人々に楽しみや喜び、生きがいを与え、心を豊かにするとともに、人と

人との相互理解を深め、まちの活力を創出してくれるもので、私たちの暮らしになくて

はならないものです。 

 

古代「丹後王国」から続く長い歴史と美しい自然があふれる、私たちのまち京丹後は、

ほかの地域や都市部にはない、魅力的な文化的資源にあふれた地域であり「日本のふる

さと丹後」とも言えます。この地で育まれた芸術、民俗芸能・食文化・文化的景観など

の歴史文化、産業などの文化的資源は、次世代へ引継ぎ、さらに発展させていくべきも

のです。 

 

しかし、日常生活の中に溶け込んだそれらの魅力は、普段意識することが少なく、さ

らに人口減少や社会環境の変化などが、文化芸術活動の継承や発展を進める上で課題と

なっています。 

 

このほど「京丹後市文化芸術振興計画」を策定するにあたり、市民みんながあらため

て文化芸術に親しみ、その魅力に気づき、「愛着」や「誇り」を感じられることで、文

化的資源を後世に継承し、さらには新しい価値が創出され、文化芸術のまちづくりを強

力に推し進めることにつながるという考えのもと、基本理念を定めました。  
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２ 基本目標 

 

「基本理念」の実現を目指すため、「はぐくむ（地育）」「つなぐ（地（知）縁）」

「いかす（地活）」を、３つの基本目標に定めます。 

３つの基本目標は、相互に連鎖し、価値を生み出し、循環し、文化を通して市民が「楽

しむ」姿を増やします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【図表－１】「基本目標」の連鎖、循環のイメージ 

 

基本目標３ 

いかす（地活） 

基本目標１ 

基本目標２ 

つなぐ（地縁） 

はぐくむ（地育） 

（知育） 

 

 
 

文化芸術を学び、親しむ心を育み、 

を目指します 

地域の文化芸術を次代へ引き継ぐとともに、 

文化芸術をとおして人と地域をつなぎ、 

を目指します 

文化芸術の持つ力を観光など広くまちづくりに活かし、 

を目指します 

つなぐ 

 

はぐくむ 

いかす 

つなぐ 
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第２章 計画策定の概要 

 

１ 計画の位置づけ  

 

本計画は、文化芸術基本法 第７条の２第１項に規定する地方文化芸術推進基本計画

として策定します。京丹後市の文化政策を総合的かつ計画的に推進するための指針と

なるものです。 

また、「第２次京丹後市総合計画」を上位計画とし「京丹後市教育振興計画（令和

２年度改定版）」の実施計画の一つとして位置づけます。 

平成３１年３月に制定した「京丹後市文化芸術振興条例」に定める基本理念や基本

的施策、平成３０年６月に施行された「障害者による文化芸術活動の推進に関する法

律」等を踏まえた計画とし、関連する施策や個別計画と有機的な連携を図ります。 

 

【図表－２】計画体系図 
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２ 計画の期間 

 

本計画の期間は、令和５年度（２０２３年度）から令和１４年度（２０３２年度）

までの１０年間とします。 

また、毎年、計画の進捗状況等を確認し、計画の前半期が終了する５年目に計画全

体の検証を行い、見直しを図ることとします。  

 

【図表－３】計画期間 

               

 

 

 

 

 

 

 

  

（年度） 
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３ 対象とする文化芸術の範囲 

 

本計画で対象とする文化芸術の範囲は、文化芸術基本法（第８条から第１４条まで）

に示される範囲とします。この範囲には、「丹後王国」の象徴ともされる古墳など数々

の遺跡、市内に数多く残る祭り・習慣・方言などの歴史文化、文化的景観も含まれます。 

さらに、京丹後の魅力を最大限に活かすため、自然遺産、観光、福祉、ものづくり産

業、まちづくりなどを含めた多様な活動と文化芸術との連携を図ります。 

 

【図表－４】文化芸術の範囲 

芸術 
文学、音楽、美術、写真、演劇、舞踊その他の芸術（メディア

芸術を除く） 

メディア芸術 
映画、漫画、アニメーション及びコンピュータその他の電子機

器等を利用した芸術 

伝統芸能 
雅楽、能楽、文楽、歌舞伎、組踊その他の我が国古来の伝統的

な芸能 

芸能 
講談、落語、浪曲、漫談、漫才、歌唱その他の芸能（伝統芸能

を除く） 

生活文化 茶道、華道、書道、食文化その他の生活に係る文化 

国民娯楽 囲碁、将棋その他の国民的娯楽 

出版物等 出版物及びレコード等 

文化財等 有形及び無形の文化財並びにその保存技術 

地域における 

文化芸術 

各地域における文化芸術の公演、展示、芸術祭等への支援、地

域固有の伝統芸能及び民俗芸能に関する活動 

出典：文化芸術基本法 

 

 

 

 

 

 

  

※参考（文化芸術基本法 第２条第１０項） 

文化芸術に関する施策の推進に当たっては、文化芸術により生み出される様々な価値

を文化芸術の継承、発展及び創造に活用することが重要であることに鑑み、文化芸術の

固有の意義と価値を尊重しつつ、観光、まちづくり、国際交流、福祉、教育、産業その

他の各関連分野における施策との有機的な連携が図られるよう配慮されなければならな

い。 
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第３章 文化芸術を取り巻く状況 

 

１ 社会の動向 

 

（１） 文化芸術関係法令、計画等の動向 

① 国の関係法令、計画 

ア 文化芸術基本法＜平成２９年（２０１７年）施行＞ 

国においては、心豊かな生活や活力ある社会の実現のためには文化芸術振興が

重要であるとし、平成１３年に文化芸術振興基本法が制定されました。 

平成２９年に改正・施行された文化芸術基本法は、文化財の保護や芸術文化の

振興などこれまでの文化芸術振興にとどまらず、観光、まちづくり、国際交流、

福祉、教育、産業などの関連分野における施策も範囲として取り込み、文化芸術

によって生み出されるさまざまな価値を活用しようとする方向となりました。ま

た、地域の実情に即した文化芸術の振興に関する計画を策定することを地方公共

団体に努力義務として規定しています。 

 

イ 文化芸術推進基本計画＜平成３０年（２０１８年）施行＞ 

今後の文化芸術政策の目指すべき姿や５年間（平成３０年から令和４年）の基

本的な方向性を示す文化芸術推進基本計画（第１期）は、文化芸術の「多様な価

値」を、文化芸術の継承、発展・想像に活用・好循環させ「文化芸術立国」の実

現を目指すとともに、文化芸術をとおして多様な価値観を尊重し他者と相互理解

を深めることが重要としています。 

 

ウ 劇場、音楽堂等の活性化に関する法律＜平成２４年（２０１２年）施行＞ 

劇場、音楽堂等の活性化や実演芸術の振興を図ることにより、心豊かな生活や

活力ある地域社会の実現を目指します。 

 

エ 障害者による文化芸術活動の推進に関する法律 

＜平成３０年（２０１８年）施行＞ 

障害のある人が、文化芸術を鑑賞･参加･創造できるための環境整備や、そのた

めの支援を促進することを目的とした法律であり、施設のバリアフリー化や情報

保障など障害のある人が文化芸術を鑑賞しやすくする取組や、作品を発表できる

機会の確保、著作権の保護、高い評価を受けた作品の販売･発信に関する支援など

の取組が期待されています。 
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オ 文化観光拠点施設を中核とした地域における文化観光の推進に関する法律 

＜令和２年（２０２０年）施行＞ 

地域のさまざまな文化資源を磨きあげることで文化についての理解を深める

機会を充実させ、これによる国内外からの観光旅客の来訪を促進することにより、

文化の振興、観光の振興、地域の活性化の好循環を生み出すことが求められてい

ます。 

 

② 京都府の条例、計画 

ア 京都府文化力による未来づくり条例＜平成３０年（２０１８年）施行＞ 

京都府においては、文化力による未来づくりに関する取組を総合的に推進し、

心豊かでより質の高い府民生活及び各地域の活性化を実現するために、「京都府

文化力による未来づくり条例」が制定されました。 

 

イ 京都府文化力による未来づくり基本計画＜平成３１年（２０１９年）施行＞ 

京都府においては、平成３１年に「京都府文化力による未来づくり基本計画」

が策定され、文化活動を担う人づくりや文化の保存・継承だけでなく、文化が持

つ力が暮らしのさまざまな場面で生かされるよう取り組むことが必要とされて

います。 

 

③ 京丹後市の条例 

ア 京丹後市文化芸術振興条例＜平成３１年（２０１９年）＞ 

    京丹後市においては、平成３１年度に、文化芸術に関する施策に関し、市の責

務などを明らかにするとともに、施策の基本となる事項を定めることにより、総

合的かつ計画的な推進を図り、もって心豊かな市民生活の実現と文化の薫り高い

まちづくりに寄与することを目的に施行されました。 

 

（２）社会を取り巻く状況 

① ＩＣＴを活用した利便性の向上 

ＩＣＴ※１は情報処理だけではなく、インターネットのような通信技術を利用

した産業やサービスなどの総称です。 

文化芸術分野においては、文化的資源を保存・蓄積・継承することだけでなく、

施設情報などのデータベース化、作品のデジタルアーカイブ化などへの試みがなさ

れています。また、情報発信においても、ＩＣＴやＳＮＳ※２の活用が大きく進展

しています。 

 

 

※１ ＩＣＴ：情報・通信に関する情報通信技術（Information and Communication Technology）の総称 

※２ ＳＮＳ：インターネット上の交流を通じて社会的ネットワークを構築するサービスのこと。Facebook 

や Twitter、LINE 等が代表的。（Social Networking Service）の総称 
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② ＳＤＧｓとウェルビーイングの実現 

ＳＤＧｓ※３とは『「誰も置き去りにしない」世界を目指す１７の共通目標』の

ことであり、２０３０年をひとつのゴールとして持続可能な世界を実現するための

１７の目標をみんなで目指し、「持続可能な世界」を実現しようというものです。 

京丹後市は、ＳＤＧｓの達成に向けて優れた取組を提案する都市として、令和３

年に「ＳＤＧｓ未来都市」に選定されました。文化芸術の分野においても「持続可

能な社会の発展」に貢献することが求められています。 

あわせて、ウェルビーイング※４ な地域社会を実現し、誰もが幸福感を感じるこ

とのできる市民総幸福のまちづくりに向け、家庭、職場、地域での活動や取組を見

つめ直し、それらを持続可能なものへ転換していかなければなりません。 

 

 

   

 

 

 

 

③  ポストコロナ時代の文化芸術 

長引くコロナ禍により、文化芸術に関する発表・活動・鑑賞などの機会が減少し、

市民の文化芸術活動や文化芸術を職業としている個人、事業所などに大きな影響

が及んでいます。 

適切な感染拡大防止対策を講じながら、文化芸術活動を行うことによって、生活

への活力を取り戻すことが再認識されています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※３ ＳＤＧｓ：持続可能な世界を実現するための開発目標（Sustainable Development Goals）の総称 

※４ ウェルビーイング：個人の権利や自己実現が保障され、身体的、精神的、社会的に良好な状態にあ

ることを意味する概念。
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２ 文化芸術の現状 

 

（１）本市の概況 

京丹後市は平成１６年４月に、峰山町、大宮町、網野町、丹後町、弥栄町、久美

浜町が合併し市制を施行しました。 

京都府北部の日本海に面する位置にあり、ユネスコ世界ジオパークに認定された

山陰海岸ジオパークの美しい海岸線や豊かな自然、「丹後王国」に端を発する長い

歴史を持っています。 

 

【図表－５】京丹後市の人口・世帯数の推移と将来推計人口  

 

出典： 国勢調査、京丹後市まち・ひと・しごと創生人口ビジョン（令和４年７月改定）より作成。 

注）人口及び世帯数は各調査年 10月１日現在の値。平成 12年（2000）度以前は、該当地域の合計値。 

 

  京丹後市の人口は、令和２２年（２０４０年）には、４２,３４５人に減少する 

と推計されています。 

人口減少の進行は、若年層を中心とした「大都市圏への転出」が主因であると考

えられます。また、少子高齢化社会も進んでいる状況にあります。 

地域の活力の維持のためには、持続可能な地域づくり（新たな地域コミュニティ）

を推進し、さらに、人口減少に歯止めをかけるためには、若年層の移住・定住を促

進していくことが重要であり、ひとが訪れ、住み続けたいと思えるようなまちづく

りを昂然たる展望をもって、力を合わせて積極的かつ速やかに取り組むことが求め

られています。   

また、京丹後市多文化共生推進プランに基づき、外国人の移住・定住を推進する

とともに、国籍・民族・文化などの違いを認め合い、共に暮らすことのできる社会

の実現を進める必要があります。 
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（２）文化芸術の活動 

① 市の取組 

平成１６年の京丹後市の発足に伴い、市の文化芸術施策は「京丹後市総合計

画」及び「京丹後市教育振興計画」などに基づき、本市固有の資源である歴史文

化を活用したまちづくりを進めてきました。平成３１年には京丹後市文化芸術振

興条例を制定し、本市の文化芸術の取組をより一層進めています。 

歴史文化を次世代に継承し、市民が文化芸術に親しむ機会を充実させるととも

に、市民が行う文化芸術活動を支援するなど、だれもが文化芸術を楽しめる環境

整備に取り組んでいます。 

                      

   ア 文化芸術の活動の機会の確保        

事業名／事業概要 年度 

・おとまち響きプロジェクト 

街角や公共施設など身近な場所でのピアノ演奏など音楽環境創出 

R4～ 

・アーティストインレジデンス事業 

  京都:Re-Search 2018 in 京丹後・大京都 2019 in 京丹後 

大京都芸術祭 2020 in 京丹後・ALTERNATIVE KYOTO 2021 in 京丹 

芸術家が一定期間滞在しながら創作活動や交流を行うプログラム 

H30～R3 

・第２６回国民文化祭・京都２０１１ 

Ｈ23年 10～11月「こころを整える～文化発心～」をテーマに実施 

小町ろまん短歌大会が主催事業として参加 

H23 

・文化庁「文化芸術による子供育成総合事業」 

 小・中学校において一流の文化芸術団体による実演芸術の巡回公演 

H22～ 

 

イ 文化芸術団体、地域団体への支援 

事業名／事業概要 年度 

・京丹後市韓哲・まちづくり夢基金事業補助金 

 “市民等の夢の実現を後押し”するための企画公募型補助金 

H29～ 

・京丹後市文化協会運営支援 

市内の文化団体の活動や総合文化祭などの実施を支援 

H21～ 

・京丹後文化のまちづくり実行委員会運営支援 

 市民が企画・参加する文化芸術の薫り高い公演等の企画実施を支援 

H17～ 

・丹後文化事業団運営支援 

丹後文化会館を拠点とした、文化芸術活動の推進を支援 

H16～ 

・市内少年少女合唱団運営支援 

 合唱団の活動を支援 

H16～ 

・京丹後市指定文化財等補助金 

 文化財を後世に伝えるため、所有者が行う修理等への補助金 

H16～ 
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  ウ 次世代への継承・学習活動 

事業名／事業概要 年度 

・文化財デジタル図書室（デジタルライブラリー） 

文化財に関する副読本やパンフレットなどを市ホームページで紹介 

H31～ 

・京丹後市高齢者大学 

学習活動を通じた仲間づくり、生きがいづくり、健康づくりの推進 

H25～ 

・市指定文化財一覧（デジタルミュージアム） 

市内の指定文化財を市ホームページで紹介 

H19～ 

・丹後学 

市内小中学校で丹後の歴史文化、産業について学ぶ教育モデル 

H17～ 

・京丹後史博士育成講座 

丹後地域の歴史を探求する講座。受講回数によって認定書を交付 

H17～ 

・地域公民館による各種文化事業 

お作法教室、陶芸講座、花とグリーン講座、丹後ちりめん講座など 

H16～ 

 

  エ 文化芸術に関する情報発信等 

事業名／事業概要 年度 

・京丹後市民民れんけい推進本部アドバイザーの設置 

文化芸術戦略アドバイザー 榎木孝明氏 

文化国際交流アドバイザー 田中彩子氏 

R2～ 

 

・広報京丹後、広報京丹後おしらせ版の発行（月１回） 

・地域公民館だよりの発行（年４回程度） 

・市ケーブルテレビ、市防災行政無線放送、市ホームページ、市ＳＮＳ 

 

② 市民団体などによる取組  

   ア 京丹後市文化協会の取組 

平成２１年、各種文化団体及び個人の文化活動を支援し、地域文化の発 

展と向上に寄与することを目的に、峰山町文化団体協議会、大宮町文化協会、

京丹後市網野文化協会、丹後町文化協会、弥栄町文化協会、久美浜町文化協

会が統合し京丹後市文化協会を設立。 

例年、京丹後市総合文化祭（総合作品展、舞台芸能祭）、加盟団体ＰＲ信 

  事業、指導者研修会、サークル体験講座を開催するほか、各町域の支部ごと   

でも、地域文化祭などの事業にも取り組んでいる。 

近年は、会員の高齢化に伴う加盟団体数の減少や、新型コロナウイルス感 

染拡大のため予定通りの事業が開催できないこともあったが、代替事業や新    

規事業を計画し、市民の芸術鑑賞機会や自主的な活動の場を提供している。 

            令和４年４月現在 団体数１１７団体、会員数１,７３０人 
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【図表－６】文化協会会員数と加盟団体数推移  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

イ 京都府丹後文化事業団の取組 

昭和５４年に、「芸術・文化の創造活動を奨励・育成し、優れた芸術文化 

の公開を行い、京都府並びに丹後地域における豊かな文化の振興と普及の役

割を果たす」ことを目的として設立。 

本市の文化芸術の拠点施設である「京都府丹後文化会館」の管理運営のほ

か、多様な文化公演及び映画上映などに取組、質の高い文化芸術の鑑賞機会

を提供している。 

また、文化活動への市民参加と後継者育成の機会として「京都府次世代育み

事業」等を実施し丹後地域の創造的な文化・芸術活動の活性化を図るととも

に、広域的な文化交流事業として 

「丹後文化芸術祭」を実施するなど 

丹後地域における豊かな文化の振 

興及び 普及に努めている。 

 

 

人 

ｎ

ん 

 

団体 

 

ｎん 

 

文化協会会員数・加盟団体数推移 

ｎん 

 

京丹後市文化協会 舞台芸能祭 

アルフレット・ハウゼンタンゴオーケストラ公演 
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ウ 京丹後文化のまちづくり実行委員会の取組 

平成１７年に、文化芸術活動の振興を通して地域の交流を深め、文化の薫り

高い故郷のまちづくりに寄与することを目的として設立。 

オペラ「フィガロの結婚」（H17）、丹後観世能と狂言（H17）、市民で作る

第九コンサート（H22）、市民手づくりミュージカル「サイラス・マーナー」

（H25）、京丹後郷土芸能祭「丹後の祭り」（H27）、人形劇おやこ劇場（R 元

～3）、「廃校になった学校の校歌保存事業」（H31～）、「郷土芸能・伝統行

事のデータベース化事業」（H21～）などの事業を行っている。 

 

 

                 

 

 

 

 

 

エ 関係団体の取組  

さまざまな団体が主体的に文化芸術に触れる機会を提供しています。 

※一例 

 主な取組（平成 16年以降） 主催団体 年度 

田中彩子ソプラノリサイタル 田中彩子京丹後公演実行委

員会 

R3   

親子でダンス体験  青少年健全育成会 R3 

三津の灯台 50周年記念イベント 

三津のちいさな芸術祭 

三津の灯台アートプロジェ

クト実行委員会 

R3～ 

みんな知ってそうで誰も知らな

い音 

京丹後青年会議所 R2 

田中彩子モノオペラ「細川ガラ

シャ」京丹後公演 

田中彩子モノオペラ「細川

ガラシャ」京丹後公演実行

委員会 

R2 

丹後吹奏楽団定期演奏会 丹後吹奏楽団 H元～ 

坂東玉三郎京丹後特別舞踊公演 坂東玉三郎京丹後公演実行

委員会 

H28～ 

丹後ミュージカル「乙姫ものが

たり」 

京都府・京都府丹後文化事

業団 

H30 

こまねこまつり こまねこまつり実行委員会 H28～ 

人形劇おやこ劇場 市民で作る第九コンサート 
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在日米陸軍軍楽隊演奏会、クリ

スマス音楽会、国際理解教育ハ

ロウィン・イースターエッグハ

ント 

京丹後市国際交流協会 H27～ 

たんたん能 in京丹後 たんたんのうのう会 H25～ 

小町ろまん全国短歌大会 京丹後市短歌協会 H16～

R3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）本市の文化的資源などの概況 

① 芸術 

本市出身の画家 小牧源太郎氏は日本のシュルレアリスム※5 の代表画家とし

て、上前智祐氏は具体美術協会に在職した現代美術の画家として、大きな功績を

残しています。 

 近年は芸術作品の創作の場を求めて京丹後市に移住し、国内外で活躍するア

ーティストが増え、地域でアートイベントなどが盛んに開催されています。 

 

② 歴史文化 

市内には、国内最大級の赤坂今井墳墓や、日本海側最大の網野銚子山古墳など

数多くの遺跡があり、弥生時代から古墳時代に「丹後王国」が存在したと提唱さ

れています。 

また、数多くの伝説・伝承が残っています。代表的なものとして「鬼退治伝説」

や「浦島伝説」、時代を超えた女性の伝説・伝承として、「静御前」「細川ガラ

シャ夫人」「羽衣天女」「小野小町」「間人皇后」「乙姫」「川上摩須郎女」の

７人の姫物語「京丹後七姫伝説」があります。このほか、神話の時代と丹後を結 

   びつける伝説・伝承として、豊受大神や天宇受売命と同一神とされる大宮売神、

垂仁天皇のお后である「ヒバスヒメの物語」等があります。 

 

 

※５ シュルレアリスム：超現実主義と訳される。1924年、フランスの詩人ブルトンの『シュルレアリ 

スム宣言』によって開始された文学・芸術上の運動及びその思想・方法など 

小町ろまん全国短歌大会 親子でダンス体験 
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③ 民俗芸能 

本市の民俗芸能は、中世の風流の古態を偲ばせるような芸能（「野中の田楽」、

「黒部の踊子」ほか）や、笹ばやし（「丹波の芝むくり」、「周枳の笹ばやし」）、

三番叟（「五箇の三番叟」、「甲坂の三番叟」など各地に分布）、獅子神楽（大

宮町、峰山町、弥栄町を中心に分布）、太刀振り（大宮町、峰山町を中心に分布）

のほか、「大山の刀踊り」、「須田の奴振」などがあります。 

 

 

 

 

 

 

 

④ 食文化 

「丹後国風土記」の逸文に記された万病に効く酒を造った羽衣天女の伝説は、

丹後の美味しい酒造りの源流とも言えます。このほか、稲作発祥の地と伝わる「月

の輪田」、果物やお菓子作りにまつわるタジマモリとの関わりを伝える売布神社

など食に関する伝承が多く残っています。 

豊かな自然がもたらす食に恵まれ、食味ランキングで「特Ａ」を何度も獲得し

ている「丹後コシヒカリ」のほか、「京たんご梨」「京丹後メロン」などの果物、

「間人ガニ」「久美浜かき」「丹後ばらずし」「はばご飯」「へしこ」「地酒」

など、食の魅力にあふれています。また、こうした風土に根差した食文化は、百

歳長寿を支えるものとして注目されています。豊かな自然がもたらす食材を使っ

た数々の郷土料理に加え、食材を保存する知恵や、食材を無駄なく使いおいしく

食べる調理法など、暮らしの中に食文化が息づいています。 

 

⑤ 文化的景観・自然遺産 

ユネスコ世界ジオパークに認定された「山陰海岸ジオパーク」に市全域が含ま

れており、「立岩」や「屏風岩」に代表される奇岩や国指定天然記念物の「郷村

断層」など、貴重で特色ある地質遺産が各地に存在します。 

海岸線のすべてが国立公園または国定公園に指定されており、経ヶ岬から「丹

後松島」、「屏風岩」、「立岩」へと続く海岸景観、国の天然記念物及び名勝に

指定される「琴引浜」、夕日の名勝として知られる「夕日ヶ浦」、北近畿随一の

ロングビーチが約８ｋｍも続く小天橋～浜詰海岸（丹後砂丘）、かぶと山山頂か

ら絶景が望める「久美浜湾」などが有名です。山地には北近畿最大級のブナ林な

ど緑豊かな風景が広がっています。海岸線を中心に４０ヵ所の温泉に恵まれ、温

泉宿、日帰り温泉とも充実しています。 

 

峰山町 丹波の芝むくり 弥栄町 野中の田楽 
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⑥ 地場産業 

織物の歴史が深く、正倉院（奈良市）には、奈良時代に丹後で作られた絹布「あ

しぎぬ」が残されているほか、江戸時代の絹織物「丹後ちりめん」発祥の地で、

絹織物の生産量は日本一を誇ります。地場産業である丹後ちりめんを中心とした

数々の文化財やストーリーは、「３００年を紡ぐ絹が織り成す丹後ちりめん回廊」

として、「日本遺産」に認定されています。 

また、ものづくりの高い技術力を誇る「機械金属産業」が集積し、ハイテクゾ

ーンを構成しており、製鉄炉などが発見された「日本最古級の製鉄コンビナート」

と呼ばれる遠處遺跡は、現在の機械・金属業の源流とも言えます。 

 

（４）公共施設の状況 

公共施設の多くは、平成１６年の市町村合併以前に建設されたものであり、旧

町の歴史や伝統を背景にもった特色ある施設が市内に点在している状況です。 

峰山町、丹後町、弥栄町の各地域公民館、大宮町のアグリセンター大宮は、各

町のコミュニティ活動、文化活動の拠点として多くの市民に利用されています。 

また、歴史資料、自然資料を収蔵、公開する京丹後市立郷土資料館、丹後古代

の里資料館、琴引浜鳴き砂文化館や、峰山林業総合センター（ウッディいさなご）、

いさなご工房、大宮ふれあい工房などの陶芸や染色が体験できる文化施設など、

多彩な施設を有するほか、学校再配置により閉校となった学校跡施設もあります。 

なお、多くの施設は経年劣化により老朽化が進んでおり、大規模改修が必要な

施設もあります。施設の役割や位置づけなどを総合的に勘案し、既存施設のさら

なる活用を図るとともに、バリアフリー化、ユニバーサルデザイン化の推進が求

められています。 

 

 

 

 

 

 

かぶと山の山頂から望む久美浜湾

 

 
かぶと山の山頂から望む久美浜湾 

丹後町 立岩 
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【京丹後市内の貸館等施設数】 

 

 

 

 

※詳細は資料編「京丹後市貸館等施設一覧表」参照 

 

（５） 京都府丹後文化会館 

昭和５５年（１９８０年）３月、丹後地域における文化創造の場として、ま   

た、芸術振興の拠点として芸術・文化を愛する人々の交流を深め、より豊かな  

人間生活の向上に寄与することを目的に建設されました。 

長く市民に親しまれていますが、建築から４２年が経過し、施設・設備の老

朽化、バリアフリー化などの課題があるため、京都府北部全体の中核施設とし

て、今後のあり方や機能などについて見直し、整理していくことが求められて 

います。 

【施設概要】 

施設 概要 

ホール 収容人数１,０００人（固定席７６０席） 

練習場 和室１室、洋室２室 

楽屋 ４室 

 

【図表－７】丹後文化会館の利用状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：京都府丹後文化事業団決算資料 

施設種別 施設数 

生涯学習施設・コミュニティ拠点施設 ３０ 

体験施設 ３ 

図書館・図書室 ６ 

資料館・美術館等 ６ 

文化会館 １ 

閉校施設（学校跡施設） １４ 

その他（京都府施設など） ３ 



                                                       第３章 文化芸術を取り巻く状況 

18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（６）公共のギャラリー 

施設名 概要／所在地 

野村克也ベースボール

ギャラリー 

野村克也氏ゆかりのトロフィーや楯などの寄

贈品を展示／網野町  

松本重太郎ギャラリー 
日本の産業革命の時代を切り拓いた松本重太

郎氏の紹介／丹後町 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（７） 民間の美術館（京都府ミュージアム連携ネットワーク加盟施設） 

施設名 概要／所在地 

和久傳ノ森 森の中の

家 安野光雅館 

画家、絵本作家である安野光雅氏の作品を展

示、建築は安藤忠雄氏／久美浜町 

ヒカリ美術館 
「火」と「光」をテーマにした作品を展示／網

野町 

京都府丹後文化会館  

松本重太郎ギャラリー  野村克也ベースボールギャラリー 
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３ アンケート調査結果 

 

  京丹後市文化芸術振興計画を策定するにあたり、市民の文化芸術活動や文化芸術に 

 関する意向を把握し、計画策定の基礎資料とするため、市民アンケート調査を実施し 

 ました。 

 

（１）調査概要 

 ■調査名  文化芸術に関する市民アンケート 

■調査時期 令和３年７月～８月 

■調査対象及び人数 

ア 市民調査 ：２０歳から７９歳の京丹後市民２,０００人 

イ 団体調査 ：文化協会加盟団体、公共施設利用団体など１５０団体 

ウ 高校生調査：市内高等学校に通学する高校２年生３７０人 

 ■回収結果（回収率） 

ア 市民調査 ：７１４人 （３５．７％） 

イ 団体調査 ：１１６団体（７７．３％） 

ウ 高校生調査：３３８人 （９１．４％） 

 

（２） 調査結果（抜粋）   

 

【問】京丹後市の文化芸術振興の目指すべき将来像について考えの近いものは 

（複数回答）                      ※資料編Ｐ５７ 

→ 将来像「市民が生き生きと文化芸術活動に親しむまち」がトップ 

目指すべき将来像について複数回答でたずねたところ、４０代から７０代で「市民が

生き生きと文化芸術活動に親しむまち」がトップとなった。一方、高校生では、「イ

ベント等の参加者が多いにぎわいのあるまち」がトップとなった。 

選択肢 高校生 ２０代 ３０代 ４０代 ５０代 ６０代 ７０代 総 数 

市民が生き生きと文化芸術活動に

親しむまち 

132 

26％ 

19 

4％ 

33 

6％ 

56 

11％ 

71 

14％ 

95 

19％ 

100 

20％ 

506 

100％ 

文化芸術と、産業や観光などが連

携するまち 

94 

22％ 

20 

4％ 

33 

8％ 

53 

12％ 

68 

16％ 

77 

18％ 

84 

20％ 

429 

100％ 

市民が地域文化に愛着を持ち誇り

に思うまち 

120 

27％ 

24 

5％ 

32 

7％ 

54 

12％ 

51 

12％ 

76 

17％ 

92 

20％ 

449 

100％ 

文化財や歴史・自然遺産が保存し

活用される趣深いまち 

95 

24％ 

17 

4％ 

26 

7％ 

48 

11％ 

67 

17％ 

80 

20％ 

68 

17％ 

401 

100％ 

イベント等の参加者が多いにぎわ

いのあるまち 

139 

31％ 

15 

3％ 

36 

8％ 

51 

12％ 

56 

13％ 

70 

16％ 

75 

17％ 

442 

100％ 
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714 人 

338 人 

116 団体 

116 団体 

338 人 

総回答者数：高校生 338 人、団体 116 団体、市民 714 人 

15%

10%

21%

35%

32%

35%

25%

29%

25%

14%

14%

13%

6%

4%

3%

5%

11%

市民

団体

高校生

そう思う どちらかといえばそう思う

どちらともいえない どちらかといえばそう思わない

そう思わない わからない

【問】京丹後市の文化的環境に満足しているか         ※資料編Ｐ４８ 

→ 現在の京丹後市の文化的環境に「満足」１５％ 

京丹後市の文化的環境に「満足」「どちらかといえばそう思う」と答えた人は市民   

で１５％、団体で２８％、高校生で４７％となった。 

 

 

 

 

 

 

 

【問】優れた文化芸術を鑑賞することや文化芸術活動を行うことについて興味や関心が  

あるか                           ※資料編Ｐ４５ 

→ 文化芸術活動への興味や関心が「ある」６３％ 

優れた文化芸術を鑑賞することや文化芸術活動を行うことについて興味や関心が

あるかをたずねたところ、「興味関心がある」「どちらかといえばある」と答えた

人は、合計で６３％にのぼった。年代別でみても、どの年代も５～６割が「興味関

心がある」と答えた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

【問】京丹後市は文化的な公演やイベントが多くあると思うか  ※資料編Ｐ４８ 

→ 文化的イベントが多くある「そう思う」１２％  

「京丹後市は文化的な公演やイベントが多くある」と答えた人は、「そう思う」ま

たは「どちらかといえばそう思う」を合わせて１２％にとどまった。 

 

 

 

 

 

 

714 人 
2%

6%

12%

13%

22%

35%

40%

28%

32%

23%

22%

6%

19%

17%

2%

3%

5%

13%

市民

団体

高校生

そう思う どちらかといえばそう思う
どちらともいえない どちらかといえばそう思わない
そう思わない わからない

ある

33%

どちらかといえばある

30%どちらともいえない

21%

どちらかといえばない

9%

ない 7%

1%

7%

8%

11%

17%

34%

35%

28%

32%

26%

26%

7%

23%

17%

2%

4%

5%

17%
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27%

58%

37%

35%

22%

4%

2%

0%

3%

1%

9%
2%

市民

団体

そう思う どちらかといえばそう思う
どちらともいえない どちらかといえばどう思わない
そう思わない わからない

338 人 

116 団体 

（総回答者数：市民 714 人） 

116 団体 

714 人 

714 人 

3%

15%

10%

21%

35%

32%

35%

25%

29%

25%

14%

14%

13%

6%

4%

3%

5%

11%

市民

団体

高校生

そう思う どちらかといえばそう思う

どちらともいえない どちらかといえばそう思わない

そう思わない わからない

  

【問】京丹後市の文化芸術に関する情報を身近に得ることができるか  

    → 文化芸術に関する情報を「得られる」２４％      ※資料編Ｐ４８ 

 京丹後市の文化芸術に関する情報を身近に得ることができるかとの問いには、「そう  

思う」「どちらかといえばそう思う」と答えた人は市民で２４％、団体で５０％、高 

校生で４２％となった。  

 

 

 

 

 

 

 

 

【問】丹後文化会館は京丹後市の文化芸術振興に欠かせない施設か※資料編Ｐ５４ 

→ 京都府丹後文化会館は「欠かせない」 市民６４％ 団体９３％ 

京都府の施設であるが京丹後市の中心的な文化施設である「丹後文化会館」について、  

欠かせない施設だという意見が特に団体で多く、あわせて、維持修繕を望む声が多か 

った。 

 

 

 

 

 

 

 

【問】京丹後市内の文化芸術関連施設に必要と思われるものは（複数回答） 

   → 施設の Wi-Fi、バリアフリー化望む声多く      ※資料編Ｐ５２ 

文化芸術関連施設に必要な設備などを複数回答でたずねたところ、市民で「Wi－Fi

環境の整備」、「バリアフリー化」が上位となった。文化活動団体では、「文化・

交流・学習などの複合施設の整備」がトップ、次いで「バリアフリー化」という結

果となった。 
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４ 文化芸術の課題  

 

アンケート調査の結果や審議会などでの意見を踏まえ、本市の文化芸術振興におけ

る課題は大きく分けて次の６つがあると考えられます。 

 

１ 文化芸術の鑑賞や活動の機会が少ない 

（１） 質の高い作品を鑑賞する場所や機会が少ない 

（２） 日常的な文化活動、創作活動を行う場所や機会が少ない 

（３） 子どもの頃に文化活動をしていても成人後の継続した活動につながっていない 

（４） コロナ禍による文化活動への影響が顕在化、長期化している 

 

２ 指導者・後継者などの人材が不足している 

（１） 専門的に活動する人材や指導できる人材が不足している 

（２） 指導者などに関する人材情報が整理、活用されていない 

（３） 若年層の流出等により、活動を支える人材が不足している 

 

３ 使いやすい施設、必要な機能が不足している 

（１） 貸館施設などは老朽化した施設が多く、また各種文化活動に必要な機能やバリ

アフリーなどの設備が不十分である 

（２） 公共施設、学校跡施設など使用できる施設が十分に利活用されていない 

（３） 中核施設である丹後文化会館の老朽化が進行する中、今後のあり方などを早急

に整理する必要がある 

（４） 市の中心に位置する図書館の整備が求められている 

 

４ 伝統文化や文化的資源などの継承が困難となっている 

（１） 文化的資源、文化財などの価値、魅力に対する市民の認識が低い 

（２） 子どもや若者が減少し、地域の伝統行事や民俗芸能の担い手が不足している 

（３） コロナ禍で地域の伝統行事・祭事の中止が相次ぎ、今後の継続が懸念される 

 

５ 情報が入手しづらい 

（１） 断片的な情報発信はされていても、網羅的な情報収集、発信ができていない 

（２） ＳＮＳなど、インターネットなどの活用が不十分である 

 

６ 文化的資源、文化財が十分活用されていない 

（１） 文化的資源、文化財などの価値、魅力の発信が不十分である 

（２） 文化的資源などの価値が地域の活性化、交流人口の拡大に十分活かされて 

いない
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第４章 基本方針と施策 

 

１ 基本方針と基本施策 

 

基本理念である「文化芸術を楽しみ、人が輝く京丹後」を実現するための６つの基本

方針と、基本方針を実現するための基本施策を定めます。 

 

基本方針１ 活動機会を充実させます 

基本施策１ 質の高い文化芸術を鑑賞する機会を創出します 

基本施策２ だれもが気軽に演奏や発表ができる場を創出します 

 

基本方針２ 人材をはぐくみます 

基本施策１ 文化芸術に関する専門人材を配置します 

基本施策２ 専門的な指導者を活用します 

基本施策３ 次世代を担う子どもたちをはぐくみます 

 

基本方針３ 公共施設などを使いやすく整備します 

基本施策１ 公共施設などを使いやすくします 

基本施策２ 創作などができる場を増やします 

基本施策３ 施設間のネットワークを構築します 

基本施策４ 文化ホールのあり方や図書館の整備を検討します 

 

基本方針４ 次世代へ文化的資源を継承します 

基本施策１ 京丹後の歴史文化を次世代に伝えます 

基本施策２ 地域の伝統行事や民俗芸能などを次世代に伝えます 

 

基本方針５ 情報を発信します 

基本施策１ イベント、行事、団体などの情報を市内外へ発信します 

基本施策２ 助成制度などの情報を収集し広く周知します 

 

基本方針６ 文化芸術をまちづくりに広く活かします 

基本施策１ 文化的資源の魅力を市内外へ発信します 

基本施策２ 地域・世代・国籍などを超えた交流を図ります 

基本施策３ 文化芸術の力を観光に活かします 
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２ 数値目標 

 

基本目標ごとに、下記の数値目標を定め文化芸術施策の推進を目指します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基本 

目標 
指標 Ｈ30年度 

現状値 

Ｒ3 年度 

目標値 

Ｒ9 年度 Ｒ14 年度 

１ 

はぐくむ 

（地育） 

子どもが質の高い文化芸術

を鑑賞する機会の回数 
４回 ４回 １５回 ３０回 

１ 

はぐくむ 

（地育） 

文化芸術環境について満足 

と感じる人の割合 
－ １５％ ２２％ ３０％ 

２ 

つなぐ 

（地縁） 

文化芸術に関する情報を身

近に得ることができると感

じる人の割合 

－ ２４％ ４０％ ５０％ 

３ 

いかす 

（地活） 

資料館、文化館の入館者数 １４,７３０人 ８,２３７人 １８,３００人 １８,８００人 

３ 

いかす 

（地活） 

市公式サイトの文化芸術に

関する情報ページの閲覧数 
2 1 , 0 7 2件 １３,３９３件 １９,０００件 ２２,０００件 

中学校でのオーケストラ鑑賞 丹後民踊のつどい 
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３ 取組例 

基本施策の具体的な取組例と推進者（市民、団体、学校、企業、行政）を示し、推進者の連

携・協力により、施策の推進に取り組みます。 

 

基本方針１ 活動機会を充実させます          

基本施策 取組例 ◆は優先  

基本施策１ 

質の高い文化芸

術を鑑賞する機

会を創出します 

◆ 国や府、文化活動団体と連携し、市民が身近に質の高い文化芸術を鑑賞する機

会を充実 

◆ 学校などと連携し、子どもたちへ質の高い文化芸術鑑賞機会を提供 

基本施策２ 

だれもが気軽に

演奏や発表がで

きる場を創出しま

す 

◆ 公共施設や地域の集会施設などでだれもが気軽に演奏や発表できる場を提供 

商業施設、民間施設などの活用による発表の場の提供 

障害のある人や外国にルーツを持つ人など、だれもが文化芸術活動を行うこと

のできる場の提供 

 

基本方針２ 人材をはぐくみます 

基本施策 取組例 ◆は優先  

基本施策１ 

文化芸術に関す

る専門人材を配

置します 

◆ 人と人、人と施設をつなぐ施策のマネジメントやイベント運営、情報発信など

を行う専門人材を配置 

公共施設の設備管理、運営スタッフの育成 

基本施策２ 

専門的な指導者

を活用します 

◆ 専門機関やプロの指導者、地域人材などを活用した学校の授業支援、部活動の

指導 

プロの指導者による地域の指導者やサークルの育成・スキルアップ 

基本施策３ 

次世代を担う子

どもたちをはぐ

くみます 

◆ 地域探求学習「丹後学」などによる地域の文化、歴史、伝統芸能などの学習 

◆ 学校などと連携し、子どもたちへ質の高い文化芸術鑑賞機会を提供（再掲） 
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 基本方針３ 公共施設などを使いやすく整備します 

基本施策 取組例 ◆は優先   

基本施策１ 

公共施設などを

使いやすくしま

す 

◆ 公共施設などのバリアフリー化及びユニバーサルデザインに基づいた施設整備

の推進 

公共施設の設備管理、運営スタッフの育成（再掲） 

基本施策２ 

創作などができ

る場を増やしま

す 

◆ 公園などの公共的な空間や学校跡施設などを活用した創作活動・発表・練習の場

の提供 

基本施策３ 

施設間のネット

ワークを構築し

ます 

◆ 官民の関係施設間のネットワークを構築し、相互に連携し情報を共有 

基本施策４ 

文化ホールのあ

り方や図書館の

整備を検討しま

す 

◆ 丹後文化会館など、文化ホール機能の今後のあり方について検討 

◆ 市中央図書館（仮称）の整備を検討 

 

基本方針４ 次世代へ文化的資源を継承します 

基本施策 取組例 ◆は優先  

基本施策１ 

京丹後の歴史文

化を次世代に伝

えます 

◆ 地域探究学習「丹後学」などによる地域の文化、歴史、伝統芸能などの学習（再

掲） 

◆ 地域に伝わる食文化、丹後ちりめんなどの伝統産業、方言、生活文化を体験する

機会を提供 

郷土資料館や丹後古代の里資料館など文化施設を活用した学習機会の提供 

生涯学習や地域コミュニティの活動として、地域の歴史文化を学ぶ機会を提供 

基本施策２ 

地域の伝統行事

や民俗芸能など

を次世代に伝え

ます 

◆ 地域の祭りなど伝統行事を継続するための取組 

◆ 伝統行事や民俗芸能などの調査及び映像記録の作成 

子どもたちが地域の伝統行事や民俗芸能を学ぶ機会を提供 

「新たな地域コミュニティ」など地域間の連携による担い手の確保 
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基本方針５ 情報を発信します 

基本施策 取組例 ◆は優先  

基本施策１ 

イベント、行

事、団体などの

情報を市内外へ

発信します 

◆ 市内で行われるイベント、祭事などの行事、団体の活動状況、人、地域資源など

の情報を一元的に収集し、データベース化を行い情報発信 

◆ 広報紙、各メディア、ｗｅｂサイト、ＳＮＳなど、あらゆる媒体を活用したわかり

やすく効果的な情報発信 

基本施策２ 

助成制度などの

情報を収集し広 

く周知します 

◆ 市をはじめ国、府、各種団体などが実施する助成制度などの情報を収集、周知 

 

基本方針６ 文化芸術をまちづくりに広く活かします 

基本施策 取組例 ◆は優先  

基本施策１ 

文化的資源の魅

力を市内外へ発

信します 

◆ 地域に伝わる伝統行事、史跡、伝承などを観光資源として、市内外へ情報発信 

◆ 文化芸術イベントや文化施設について市内外へ情報発信 

基本施策２ 

地域・世代・国

籍などを超えた

交流を図ります 

◆ 観光客や訪日外国人などを対象に伝統行事や生活文化などを鑑賞・体験できる事

業を支援 

文化芸術活動に携わる人の滞在や移住に関する支援を行うことによって、文化芸

術をとおした新たなコミュニティを形成 

基本施策３ 

文化芸術の力

を観光に活か

します 

◆ 山陰海岸ジオパークなどの自然や文化的景観、歴史文化などを活用した観光の促

進 

◆ 織物業や、機械金属業など、地場産業を活かした産業観光の促進 

 

  



                                                            第５章 推進のために 

28 

 

第５章 推進のために 

 

１ 推進体制 

 

京丹後市の文化芸術を担い楽しむ主体となるのは、市民です。 

だれもが文化芸術に親しみ、豊かで活力ある生活が送れるよう、市民、団体、行政

などが相互に連携し、一体となって文化芸術によるまちづくりに取り組みます。 

 なお、計画を適正かつ効果的に推進するため、市民、文化芸術団体、市などで構成

する「文化芸術実践会議（仮）」を組織することを検討します。 

あわせて、丹後地域や、但馬地域など北近畿エリアにおける連携、交流を進めま

す。 

 

（１）市民 

自らが文化芸術活動の担い手として、また支援者として、さまざまな文化芸術活動

に関わることにより、文化芸術の振興を担います。 

また、文化芸術活動に親しみ、楽しむことによって、豊かで活力ある生活につなげ

るとともに、互いに理解し、尊重し、交流の輪を広げ、文化芸術の振興に努めます。 

 

（２）文化芸術団体  

市文化協会や丹後文化事業団をはじめとする各団体は、自主的な文化芸術活動を

とおして市民の活動を推進、支援します。また、創造的な活動の中から新しい価値や

魅力を創出し、文化芸術の担い手となり、継承します。 

 

（３）学校 

 小・中学校においては、地域探究学習「丹後学」を中心に、地域の文化、歴史、伝

統芸能などについての学習を進め、地域に愛着と誇りを持った、次世代の担い手を育

成します。また、中学校における文化部活動の推進により、生徒が主体的、意欲的に

文化芸術活動に親しみ、学習意欲の向上や、資質・能力の育成に資するものです。  

  さらに、市内高等学校との連携・協力を図るとともに、芸術文化観光専門職大学

（豊岡市）との連携により、専門的な知見を取り入れます。 

 

（４）企業 

市内の企業や事業所は、企業活動の一環として、社員などが地域のお祭りやイベン

トへの参加や、市民の文化芸術に対する支援や質の高い文化芸術に触れる機会の提

供など、文化芸術の振興に協力します。 
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（５）行政 

市は、文化芸術事業の実施や市民による文化芸術活動への支援をはじめ、本計画に

基づく文化芸術に関する施策を総合的かつ計画的に推進します。 

また、京丹後の魅力を最大限に活かすため、観光、福祉、ものづくり産業、まちづ

くりなど、さまざまな分野と文化芸術との連携を図ります。 
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２ 進捗管理 

 

計画を着実に推進するために、内部評価を毎年実施するとともに、京丹後市文化芸

術振興審議会に、計画の進捗状況を報告し、事業効果などについて意見を求め、計画

の見直しに反映します。 

また、毎年、計画の進捗状況等を確認し、計画の前半期が終了する５年目に計画全

体の検証を行い、見直しを図ることとします。  

 

【図表－８ ＰＤＣＡサイクルイメージ】  

※京丹後市文化芸術振興審議会 

文化芸術に関する団体その他公共的団体等の推薦を受けた者、文化芸術に関して識見

を有する者等で組織し、教育委員会の諮問に応じ、市における文化芸術の振興に関する

基本施策及び文化芸術の振興に関する事項について調査及び審議する。 
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資料編 

 

１ 文化芸術基本法  

 

（平成１３年１２月７日） 

（法律第１４８号） 

改正 平成２９年６月２３日法律第７３号 

同３０年６月８日同第４２号 

令和元年６月７日同第２６号 

文化芸術振興基本法をここに公布する。 

文化芸術基本法 

（平２９法７３・改称） 

目次 

前文 

第１章 総則（第１条―第６条） 

第２章 文化芸術推進基本計画等（第７条・第７条の２） 

第３章 文化芸術に関する基本的施策（第８条―第３５条） 

第４章 文化芸術の推進に係る体制の整備（第３６条・第３７条） 

 

附則 

文化芸術を創造し、享受し、文化的な環境の中で生きる喜びを見出すことは、人々の変わらない願いで

ある。また、文化芸術は、人々の創造性をはぐくみ、その表現力を高めるとともに、人々の心のつながり

や相互に理解し尊重し合う土壌を提供し、多様性を受け入れることができる心豊かな社会を形成するもの

であり、世界の平和に寄与するものである。更に、文化芸術は、それ自体が固有の意義と価値を有すると

ともに、それぞれの国やそれぞれの時代における国民共通のよりどころとして重要な意味を持ち、国際化

が進展する中にあって、自己認識の基点となり、文化的な伝統を尊重する心を育てるものである。 

我々は、このような文化芸術の役割が今後においても変わることなく、心豊かな活力ある社会の形成に

とって極めて重要な意義を持ち続けると確信する。 

しかるに、現状をみるに、経済的な豊かさの中にありながら、文化芸術がその役割を果たすことができ

るような基盤の整備及び環境の形成は十分な状態にあるとはいえない。２１世紀を迎えた今、文化芸術に

より生み出される様々な価値を生かして、これまで培われてきた伝統的な文化芸術を継承し、発展させる

とともに、独創性のある新たな文化芸術の創造を促進することは、我々に課された緊要な課題となってい

る。 

このような事態に対処して、我が国の文化芸術の振興を図るためには、文化芸術の礎たる表現の自由の

重要性を深く認識し、文化芸術活動を行う者の自主性を尊重することを旨としつつ、文化芸術を国民の身

近なものとし、それを尊重し大切にするよう包括的に施策を推進していくことが不可欠である。 

ここに、文化芸術に関する施策についての基本理念を明らかにしてその方向を示し、文化芸術に関する

施策を総合的かつ計画的に推進するため、この法律を制定する。 

（平２９法７３・一部改正） 

 

第１章 総則 

 

（目的） 

第１条 この法律は、文化芸術が人間に多くの恵沢をもたらすものであることに鑑み、文化芸術に関する

施策に関し、基本理念を定め、並びに国及び地方公共団体の責務等を明らかにするとともに、文化芸術

に関する施策の基本となる事項を定めることにより、文化芸術に関する活動（以下「文化芸術活動」と

いう。）を行う者（文化芸術活動を行う団体を含む。以下同じ。）の自主的な活動の促進を旨として、

文化芸術に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図り、もって心豊かな国民生活及び活力ある社会の

実現に寄与することを目的とする。 

（平２９法７３・一部改正） 

（基本理念） 

第２条 文化芸術に関する施策の推進に当たっては、文化芸術活動を行う者の自主性が十分に尊重されな

ければならない。 

２ 文化芸術に関する施策の推進に当たっては、文化芸術活動を行う者の創造性が十分に尊重されるとと

もに、その地位の向上が図られ、その能力が十分に発揮されるよう考慮されなければならない。 
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３ 文化芸術に関する施策の推進に当たっては、文化芸術を創造し、享受することが人々の生まれながら

の権利であることに鑑み、国民がその年齢、障害の有無、経済的な状況又は居住する地域にかかわらず

等しく、文化芸術を鑑賞し、これに参加し、又はこれを創造することができるような環境の整備が図ら

れなければならない。 

４ 文化芸術に関する施策の推進に当たっては、我が国及び世界において文化芸術活動が活発に行われる

ような環境を醸成することを旨として文化芸術の発展が図られるよう考慮されなければならない。 

５ 文化芸術に関する施策の推進に当たっては、多様な文化芸術の保護及び発展が図られなければならな

い。 

６ 文化芸術に関する施策の推進に当たっては、地域の人々により主体的に文化芸術活動が行われるよう

配慮するとともに、各地域の歴史、風土等を反映した特色ある文化芸術の発展が図られなければならな

い。 

７ 文化芸術に関する施策の推進に当たっては、我が国の文化芸術が広く世界へ発信されるよう、文化芸

術に係る国際的な交流及び貢献の推進が図られなければならない。 

８ 文化芸術に関する施策の推進に当たっては、乳幼児、児童、生徒等に対する文化芸術に関する教育の

重要性に鑑み、学校等、文化芸術活動を行う団体（以下「文化芸術団体」という。）、家庭及び地域に

おける活動の相互の連携が図られるよう配慮されなければならない。 

９ 文化芸術に関する施策の推進に当たっては、文化芸術活動を行う者その他広く国民の意見が反映され

るよう十分配慮されなければならない。 

１０ 文化芸術に関する施策の推進に当たっては、文化芸術により生み出される様々な価値を文化芸術の

継承、発展及び創造に活用することが重要であることに鑑み、文化芸術の固有の意義と価値を尊重しつ

つ、観光、まちづくり、国際交流、福祉、教育、産業その他の各関連分野における施策との有機的な連

携が図られるよう配慮されなければならない。 

（平２９法７３・一部改正） 

（国の責務） 

第３条 国は、前条の基本理念（以下「基本理念」という。）にのっとり、文化芸術に関する施策を総合

的に策定し、及び実施する責務を有する。 

（平２９法７３・一部改正） 

（地方公共団体の責務） 

第４条 地方公共団体は、基本理念にのっとり、文化芸術に関し、国との連携を図りつつ、自主的かつ主

体的に、その地域の特性に応じた施策を策定し、及び実施する責務を有する。 

（平２９法７３・一部改正） 

（国民の関心及び理解） 

第５条 国は、現在及び将来の世代にわたって人々が文化芸術を創造し、享受することができるとともに、

文化芸術が将来にわたって発展するよう、国民の文化芸術に対する関心及び理解を深めるように努めな

ければならない。 

（文化芸術団体の役割） 

第５条の２ 文化芸術団体は、その実情を踏まえつつ、自主的かつ主体的に、文化芸術活動の充実を図る

とともに、文化芸術の継承、発展及び創造に積極的な役割を果たすよう努めなければならない。 

（平２９法７３・追加） 

（関係者相互の連携及び協働） 

第５条の３ 国、独立行政法人、地方公共団体、文化芸術団体、民間事業者その他の関係者は、基本理念

の実現を図るため、相互に連携を図りながら協働するよう努めなければならない。 

（平２９法７３・追加） 

（法制上の措置等） 

第６条 政府は、文化芸術に関する施策を実施するため必要な法制上、財政上又は税制上の措置その他の

措置を講じなければならない。 

（平２９法７３・一部改正） 

 

第２章 文化芸術推進基本計画等 

（平２９法７３・改称） 

 

（文化芸術推進基本計画） 

第７条 政府は、文化芸術に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、文化芸術に関する施策に

関する基本的な計画（以下「文化芸術推進基本計画」という。）を定めなければならない。 

２ 文化芸術推進基本計画は、文化芸術に関する施策を総合的かつ計画的に推進するための基本的な事項

その他必要な事項について定めるものとする。 

３ 文部科学大臣は、文化審議会の意見を聴いて、文化芸術推進基本計画の案を作成するものとする。 
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４ 文部科学大臣は、文化芸術推進基本計画の案を作成しようとするときは、あらかじめ、関係行政機関

の施策に係る事項について、第３６条に規定する文化芸術推進会議において連絡調整を図るものとす

る。 

５ 文部科学大臣は、文化芸術推進基本計画が定められたときは、遅滞なく、これを公表しなければなら

ない。 

６ 前三項の規定は、文化芸術推進基本計画の変更について準用する。 

（平２９法７３・一部改正） 

（地方文化芸術推進基本計画） 

第７条の２ 都道府県及び市（特別区を含む。第３７条において同じ。）町村の教育委員会（地方教育行

政の組織及び運営に関する法律（昭和３１年法律第１６２号）第２３条第１項の条例の定めるところに

よりその長が同項第３号に掲げる事務を管理し、及び執行することとされた地方公共団体（次項におい

て「特定地方公共団体」という。）にあっては、その長）は、文化芸術推進基本計画を参酌して、その

地方の実情に即した文化芸術の推進に関する計画（次項及び第３７条において「地方文化芸術推進基本

計画」という。）を定めるよう努めるものとする。 

２ 特定地方公共団体の長が地方文化芸術推進基本計画を定め、又はこれを変更しようとするときは、あ

らかじめ、当該特定地方公共団体の教育委員会の意見を聴かなければならない。 

（平２９法７３・追加、平３０法４２・令元法２６・一部改正） 

 

第３章 文化芸術に関する基本的施策 

（平２９法７３・改称） 

 

（芸術の振興） 

第８条 国は、文学、音楽、美術、写真、演劇、舞踊その他の芸術（次条に規定するメディア芸術を除

く。）の振興を図るため、これらの芸術の公演、展示等への支援、これらの芸術の制作等に係る物品の

保存への支援、これらの芸術に係る知識及び技能の継承への支援、芸術祭等の開催その他の必要な施策

を講ずるものとする。 

（平２９法７３・一部改正） 

（メディア芸術の振興） 

第９条 国は、映画、漫画、アニメーション及びコンピュータその他の電子機器等を利用した芸術（以下

「メディア芸術」という。）の振興を図るため、メディア芸術の制作、上映、展示等への支援、メディ

ア芸術の制作等に係る物品の保存への支援、メディア芸術に係る知識及び技能の継承への支援、芸術祭

等の開催その他の必要な施策を講ずるものとする。 

（平２９法７３・一部改正） 

（伝統芸能の継承及び発展） 

第１０条 国は、雅楽、能楽、文楽、歌舞伎、組踊その他の我が国古来の伝統的な芸能（以下「伝統芸

能」という。）の継承及び発展を図るため、伝統芸能の公演、これに用いられた物品の保存等への支援

その他の必要な施策を講ずるものとする。 

（平２９法７３・一部改正） 

（芸能の振興） 

第１１条 国は、講談、落語、浪曲、漫談、漫才、歌唱その他の芸能（伝統芸能を除く。）の振興を図る

ため、これらの芸能の公演、これに用いられた物品の保存等への支援、これらの芸能に係る知識及び技

能の継承への支援その他の必要な施策を講ずるものとする。 

（平２９法７３・一部改正） 

（生活文化の振興並びに国民娯楽及び出版物等の普及） 

第１２条 国は、生活文化（茶道、華道、書道、食文化その他の生活に係る文化をいう。）の振興を図る

とともに、国民娯楽（囲碁、将棋その他の国民的娯楽をいう。）並びに出版物及びレコード等の普及を

図るため、これらに関する活動への支援その他の必要な施策を講ずるものとする。 

（平２９法７３・一部改正） 

（文化財等の保存及び活用） 

第１３条 国は、有形及び無形の文化財並びにその保存技術（以下「文化財等」という。）の保存及び活

用を図るため、文化財等に関し、修復、防災対策、公開等への支援その他の必要な施策を講ずるものと

する。 

（地域における文化芸術の振興等） 

第１４条 国は、各地域における文化芸術の振興及びこれを通じた地域の振興を図るため、各地域におけ

る文化芸術の公演、展示、芸術祭等への支援、地域固有の伝統芸能及び民俗芸能（地域の人々によって

行われる民俗的な芸能をいう。）に関する活動への支援その他の必要な施策を講ずるものとする。 

（平２９法７３・一部改正） 

（国際交流等の推進） 
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第１５条 国は、文化芸術に係る国際的な交流及び貢献の推進を図ることにより、我が国及び世界の文化

芸術活動の発展を図るため、文化芸術活動を行う者の国際的な交流及び芸術祭その他の文化芸術に係る

国際的な催しの開催又はこれへの参加、海外における我が国の文化芸術の現地の言語による展示、公開

その他の普及への支援、海外の文化遺産の修復に関する協力、海外における著作権に関する制度の整備

に関する協力、文化芸術に関する国際機関等の業務に従事する人材の養成及び派遣その他の必要な施策

を講ずるものとする。 

２ 国は、前項の施策を講ずるに当たっては、我が国の文化芸術を総合的に世界に発信するよう努めなけ

ればならない。 

（平２９法７３・一部改正） 

（芸術家等の養成及び確保） 

第１６条 国は、文化芸術に関する創造的活動を行う者、伝統芸能の伝承者、文化財等の保存及び活用に

関する専門的知識及び技能を有する者、文化芸術活動に関する企画又は制作を行う者、文化芸術活動に

関する技術者、文化施設の管理及び運営を行う者その他の文化芸術を担う者（以下「芸術家等」とい

う。）の養成及び確保を図るため、国内外における研修、教育訓練等の人材育成への支援、研修成果の

発表の機会の確保、文化芸術に関する作品の流通の促進、芸術家等の文化芸術に関する創造的活動等の

環境の整備その他の必要な施策を講ずるものとする。 

（平２９法７３・一部改正） 

（文化芸術に係る教育研究機関等の整備等） 

第１７条 国は、芸術家等の養成及び文化芸術に関する調査研究の充実を図るため、文化芸術に係る大学

その他の教育研究機関等の整備その他の必要な施策を講ずるものとする。 

（国語についての理解） 

第１８条 国は、国語が文化芸術の基盤をなすことにかんがみ、国語について正しい理解を深めるため、

国語教育の充実、国語に関する調査研究及び知識の普及その他の必要な施策を講ずるものとする。 

（日本語教育の充実） 

第１９条 国は、外国人の我が国の文化芸術に関する理解に資するよう、外国人に対する日本語教育の充

実を図るため、日本語教育に従事する者の養成及び研修体制の整備、日本語教育に関する教材の開発、

日本語教育を行う機関における教育の水準の向上その他の必要な施策を講ずるものとする。 

（平２９法７３・一部改正） 

（著作権等の保護及び利用） 

第２０条 国は、文化芸術の振興の基盤をなす著作者の権利及びこれに隣接する権利（以下この条におい

て「著作権等」という。）について、著作権等に関する内外の動向を踏まえつつ、著作権等の保護及び

公正な利用を図るため、著作権等に関する制度及び著作物の適正な流通を確保するための環境の整備、

著作権等の侵害に係る対策の推進、著作権等に関する調査研究及び普及啓発その他の必要な施策を講ず

るものとする。 

（平２９法７３・一部改正） 

（国民の鑑賞等の機会の充実） 

第２１条 国は、広く国民が自主的に文化芸術を鑑賞し、これに参加し、又はこれを創造する機会の充実

を図るため、各地域における文化芸術の公演、展示等への支援、これらに関する情報の提供その他の必

要な施策を講ずるものとする。 

（高齢者、障害者等の文化芸術活動の充実） 

第２２条 国は、高齢者、障害者等が行う文化芸術活動の充実を図るため、これらの者の行う創造的活

動、公演等への支援、これらの者の文化芸術活動が活発に行われるような環境の整備その他の必要な施

策を講ずるものとする。 

（平２９法７３・一部改正） 

（青少年の文化芸術活動の充実） 

第２３条 国は、青少年が行う文化芸術活動の充実を図るため、青少年を対象とした文化芸術の公演、展

示等への支援、青少年による文化芸術活動への支援その他の必要な施策を講ずるものとする。 

（学校教育における文化芸術活動の充実） 

第２４条 国は、学校教育における文化芸術活動の充実を図るため、文化芸術に関する体験学習等文化芸

術に関する教育の充実、芸術家等及び文化芸術団体による学校における文化芸術活動に対する協力への

支援その他の必要な施策を講ずるものとする。 

（平２９法７３・一部改正） 

（劇場、音楽堂等の充実） 

第２５条 国は、劇場、音楽堂等の充実を図るため、これらの施設に関し、自らの設置等に係る施設の整

備、公演等への支援、芸術家等の配置等への支援、情報の提供その他の必要な施策を講ずるものとす

る。 

（美術館、博物館、図書館等の充実） 
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第２６条 国は、美術館、博物館、図書館等の充実を図るため、これらの施設に関し、自らの設置等に係

る施設の整備、展示等への支援、芸術家等の配置等への支援、文化芸術に関する作品等の記録及び保存

への支援その他の必要な施策を講ずるものとする。 

（地域における文化芸術活動の場の充実） 

第２７条 国は、国民に身近な文化芸術活動の場の充実を図るため、各地域における文化施設、学校施

設、社会教育施設等を容易に利用できるようにするための措置その他の必要な施策を講ずるものとす

る。 

（公共の建物等の建築に当たっての配慮等） 

第２８条 国は、公共の建物等の建築に当たっては、その外観等について、周囲の自然的環境、地域の歴

史及び文化等との調和を保つよう努めるものとする。 

２ 国は、公共の建物等において、文化芸術に関する作品の展示その他の文化芸術の振興に資する取組を

行うよう努めるものとする。 

（平２９法７３・一部改正） 

（情報通信技術の活用の推進） 

第２９条 国は、文化芸術活動における情報通信技術の活用の推進を図るため、文化芸術活動に関する情

報通信ネットワークの構築、美術館等における情報通信技術を活用した展示への支援、情報通信技術を

活用した文化芸術に関する作品等の記録及び公開への支援その他の必要な施策を講ずるものとする。 

（調査研究等） 

第２９条の２ 国は、文化芸術に関する施策の推進を図るため、文化芸術の振興に必要な調査研究並びに

国の内外の情報の収集、整理及び提供その他の必要な施策を講ずるものとする。 

（平２９法７３・追加） 

（地方公共団体及び民間の団体等への情報提供等） 

第３０条 国は、地方公共団体及び民間の団体等が行う文化芸術の振興のための取組を促進するため、情

報の提供その他の必要な施策を講ずるものとする。 

（民間の支援活動の活性化等） 

第３１条 国は、個人又は民間の団体が文化芸術活動に対して行う支援活動の活性化を図るとともに、文

化芸術活動を行う者の活動を支援するため、文化芸術団体が個人又は民間の団体からの寄附を受けるこ

とを容易にする等のための税制上の措置、文化芸術団体が行う文化芸術活動への支援その他の必要な施

策を講ずるよう努めなければならない。 

（平２９法７３・一部改正） 

（関係機関等の連携等） 

第３２条 国は、第八条から前条までの施策を講ずるに当たっては、芸術家等、文化芸術団体、学校等、

文化施設、社会教育施設、民間事業者その他の関係機関等の間の連携が図られるよう配慮しなければな

らない。 

２ 国は、芸術家等及び文化芸術団体が、学校等、文化施設、社会教育施設、福祉施設、医療機関、民間

事業者等と協力して、地域の人々が文化芸術を鑑賞し、これに参加し、又はこれを創造する機会を提供

できるようにするよう努めなければならない。 

（平２９法７３・一部改正） 

（顕彰） 

第３３条 国は、文化芸術活動で顕著な成果を収めた者及び文化芸術の振興に寄与した者の顕彰に努める

ものとする。 

（政策形成への民意の反映等） 

第３４条 国は、文化芸術に関する政策形成に民意を反映し、その過程の公正性及び透明性を確保するた

め、芸術家等、学識経験者その他広く国民の意見を求め、これを十分考慮した上で政策形成を行う仕組

みの活用等を図るものとする。 

（平２９法７３・一部改正） 

（地方公共団体の施策） 

第３５条 地方公共団体は、第八条から前条までの国の施策を勘案し、その地域の特性に応じた文化芸術

に関する施策の推進を図るよう努めるものとする。 

（平２９法７３・一部改正） 

 

第四章 文化芸術の推進に係る体制の整備 

（平２９法７３・追加） 

 

（文化芸術推進会議） 

第３６条 政府は、文化芸術に関する施策の総合的、一体的かつ効果的な推進を図るため、文化芸術推進

会議を設け、文部科学省及び内閣府、総務省、外務省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交

通省その他の関係行政機関相互の連絡調整を行うものとする。 

（平２９法７３・追加） 
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（都道府県及び市町村の文化芸術推進会議等） 

第３７条 都道府県及び市町村に、地方文化芸術推進基本計画その他の文化芸術の推進に関する重要事項

を調査審議させるため、条例で定めるところにより、審議会その他の合議制の機関を置くことができ

る。 

（平２９法７３・追加） 

 

附 則 抄 

（施行期日） 

１ この法律は、公布の日から施行する。 

附 則 （平成２９年６月２３日法律第７３号） 抄 

（施行期日） 

第１条 この法律は、公布の日から施行する。 

（文化芸術に関する施策を総合的に推進するための文化庁の機能の拡充等の検討） 

第２条 政府は、文化芸術に関する施策を総合的に推進するため、文化庁の機能の拡充等について、その

行政組織の在り方を含め検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。 

附 則 （平成３０年６月８日法律第四二号） 抄 

（施行期日） 

第１条 この法律は、平成３１年４月１日から施行する。 

附 則 （令和元年６月７日法律第２６号） 抄 

（施行期日） 

第１条 この法律は、公布の日から施行する。 
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２ 京丹後市文化芸術振興条例  

 

平成３１年３月２８日 

条例第２６号 

 

文化芸術は、有史以来、人々の生活の中で育まれ、磨かれ、伝えられてきた英知の結晶であり、社会

の進歩と豊かな人間性を培うために、極めて重要で欠かすことのできない原動力のひとつです。 

私たちの京丹後市は、稀にみる美しい海岸線を有する丹後半島に位置し、豊穣な海・山・里に恵ま

れ、先人たちのたゆまぬ努力により形成され、その始まりを遠く「古代丹後王国」に見出すことができ

るほど長い歴史と伝統のうえに存立しています。そのなかで育まれ蓄積されてきた本市の文化芸術の精

華は、現代に生きる私たちに受け継がれ、享受され、さらに次代へ引き継がれようとしています。 

しかし今、京丹後市は人口減少など社会環境の変化により、市民や民間団体等による伝統芸能や生活

文化など、文化芸術の継承と発展、さらなる創造において課題があります。 

こうしたとき私たちは、先人たちが育んできた文化芸術の精華に改めて思いを致すとともに、文化芸

術の礎として表現の自由の重要性を深く認識し、文化芸術活動を行う者の自主性を尊重することを旨と

しつつ、地域社会の形成と継続に大きな役割を果たしてきた文化芸術の力を、未来へ発展的につないで

いくことが求められています。 

ここに、私たちは京丹後市の文化の薫り高いまちづくりに資するため、文化芸術の振興に関する施

策推進の基本理念を定め、施策を総合的かつ計画的に推進するため、この条例を制定します。 

（目的） 

第１条 この条例は、文化芸術に関する施策に関し、市の責務等を明らかにするとともに、施策の基本と

なる事項を定めることにより、総合的かつ計画的な推進を図り、もって心豊かな市民生活の実現と文化

の薫り高いまちづくりに寄与することを目的とする。 

（定義） 

第２条 この条例において「文化芸術」とは、文化芸術基本法（平成１３年法律第１４８号。以下「法」

という。）が対象とするものをいう。 

（基本理念） 

第３条 文化芸術に関する施策の推進（以下「施策の推進」という）に当たっては、文化芸術に関する活

動（以下「文化芸術活動」という。）を行う者の自主性と創造性を十分に尊重するものとする。 

２ 施策の推進に当たっては、市民が等しく、文化芸術を鑑賞し、これに参加し、又はこれを創造するこ

とができるような環境の整備を図るものとする。 

３ 施策の推進に当たっては、多様な文化芸術の保護及び発展を図るものとする。 

４ 施策の推進に当たっては、文化芸術に関する教育の重要性に鑑み、学校等、文化芸術活動を行う団

体、家庭及び地域における活動の相互の連携が図られるよう配慮するものとする。 

５ 施策の推進に当たっては、市民の意見が反映されるよう十分配慮するものとする。 

６ 施策の推進に当たっては、観光、まちづくり、国際交流、福祉、教育、産業その他の各関連分野にお

ける施策との有機的な連携が図られるよう配慮するものとする。 

７ 施策の推進に当たっては、地域の伝統的な文化芸術が、将来にわたり引き継がれるよう配慮するもの

とする。 

（市の責務） 

第４条 市は、前条の基本理念に基づき、文化芸術に関する施策を総合的かつ計画的に推進するものとす

る。 

（市民の役割） 

第５条 市民は文化芸術の担い手であり、京丹後市の文化芸術が連綿と受け継がれ育まれてきたことを深

く認識し、その振興及び継承に努めるものとする。 

（基本施策） 

第６条 市は、次に掲げる文化芸術に関する施策を行うよう努めるものとする。 

(1) 市民が自主的に文化芸術を鑑賞し、これに参加し、又はこれを創造する機会の提供及び充実 

(2) 市民が行う文化芸術活動の充実を図るための支援や環境の整備 

(3) 教育及び生涯学習の場における文化芸術活動への支援 

(4) 文化芸術活動を担う者及び次代の担い手の育成と支援 

(5) 地域の伝統芸能、民俗芸能、食文化をはじめとする生活文化等の保存及び継承への支援 

(6) 地域の文化資源を活用したまちづくりの推進 

(7) 前各号に掲げるもののほか、文化芸術の推進を図るために必要な施策 

（委任） 

第７条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。 

附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 
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３ 京丹後市文化芸術振興審議会条例  

令和３年３月３０日 

条例第１３号 

（設置） 

第１条 京丹後市文化芸術振興条例（平成３１年京丹後市条例第２６号）第４条に規定する文化芸術に関

する施策を総合的かつ計画的に推進するため、地方自治法（昭和２３年法律第６７号）第１３８条の４

第３項の規定に基づき、京丹後市文化芸術振興審議会（以下「審議会」という。）を設置する。 

（所掌事務） 

第２条 審議会は、教育委員会の諮問に応じ、市における文化芸術の振興に関する基本施策及び文化芸術

の振興に関する事項について調査及び審議する。 

（組織） 

第３条 審議会は、委員１５人以内で組織する。 

２ 審議会の委員は、次の各号に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する。 

(1) 文化芸術に関する団体その他公共的団体等の推薦を受けた者 

(2) 文化芸術に関して識見を有する者 

(3) 前２号に定めるもののほか、教育委員会が必要と認める者 

（委員の任期） 

第４条 委員の任期は、委嘱の日から２年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期

は、前任者の残任期間とする。 

２ 前条第２項に掲げる者のうち、委嘱されたときにおける当該身分を失った場合は、当該身分の任期ま

でとする。 

３ 委員は、再任を妨げない。 

（会長及び副会長） 

第５条 審議会に会長及び副会長１人を置き、委員の互選により定める。 

２ 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。 

３ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。 

（会議） 

第６条 審議会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。 

２ 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。 

３ 審議会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。 

４ 会長は、委員以外の者を会議に出席させて意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。 

（庶務） 

第７条 審議会の庶務は、教育委員会事務局生涯学習課において行う。 

（委任） 

第８条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。 

附 則 

この条例は、令和３年４月１日から施行する。 
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４ 第２次京丹後市総合計画（抜粋）  

平成２９年３月策定 

 

 

目標 .6 次代を担う子どもたちが「学び」を通じて夢をいだき、いきいきと成長するまち 

施 策 28 芸術・文化を活かしたまちづくりの推進 

 

◆芸術・文化 

 

＜現状と課題＞ 

 貴重な古代丹後王国などの歴史文化遺産や自然遺産を学習と観光の両面で活かすまちをつ 

くります。 

【現状】 

・地域の歴史が対象の文化財セミナーや歴史の専門家である京丹後史博士育成講座等、市民 

 を対象にした講演会を開設し、丹後の歴史を伝えています。 

・資料館・文化館を活用して古代丹後王国と鳴き砂など丹後の文化財を知り、美しい自然を 

 体感し、丹後の魅力を発信しています。 

・古代丹後王国の史跡の管理や建造物等の修繕など文化財の保全に努めています。 

・小中学校に丹後の歴史・文化を学ぶ「丹後学」を導入して普及に努めています。 

・市民と行政が協働し、より多くの市民が文化・芸術活動に親しむ機会の充実を図っていま 

 す。 

・文化団体の育成・支援を行っています。 

・市民の文化活動の場である施設の維持・管理に取り組んでいます。 

【課題】 

・網野銚子山古墳等史跡の整備など丹後の歴史資産を守り、京丹後市史編さん事業の成果資 

 料を観光資源として活用していくことです。 

・魅力あるセミナーや講座等を計画し、各世代に丹後の歴史と文化財への理解と郷土への愛 

 着を浸透させることです。 

・資料館・文化館の常設展示内容の拡充・更新、各種の企画展示、特別展示の開催等を通じ 

 て、入館者を増加させることです。 

・丹後は太刀振り、三番叟、風流踊り等の民俗芸能の宝庫であり、伝統芸能を伝えていくこ 

 とです。 

・市民や文化団体の自主的な文化芸術が継続・発展するために、市民の参画を促すことです。 

 

＜施策の目標＞ 

・市民と観光客に対して、歴史文化・芸術に親しみをもってもらう取組みを進めます。 

・市民や文化団体に対して、自主的な文化・芸術活動を支援します。 

 

＜めざす目標値＞ 

指標名 単位 計画策定時

（H26） 

現状値

（H28） 

目標 

（R6） 

文化財関連事業への参加者数

（文化財行政） 

人 1,468 1,169 1,700 

 

資料館・文化館の入館者数 人 13,808 17,026 18,000 

 

文化芸術事業の開催回数 回 70 68 100 

 

京丹後史博士の認定者数 人 50 61 120 

 

＜施策の主な内容＞ 

①文化的資源の保存と活用 

 ○地域の文化財を守り、その歴史を後世に伝えるとともに、伝統芸能等の保存・継承に努めます。 

 ○「丹後王国」とも称される古代丹後等の歴史や文化財の魅力や価値を発信し観光資源として活用する

とともに郷土への愛着と誇りを培います。 

 ○京丹後市史編さん事業の成果資料の普及と啓発を図るとともに、今後の地域づくり等への活用を進め

ます。 

 ○市民や観光客が関心を寄せる文化財セミナー、歴史講演会の実施や講座を開設します。 

 ○網野銚子山古墳などの史跡の整備を図り、維持管理や公開に努め、観光資源として活用します。 
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②文化芸術に触れる機会の充実 

 ○資料館・文化館施設の充実を図るとともに、市民や観光客が関心を寄せる展示会を開催し、文化財や

丹後の美しい自然を発信します。 

 ○市内外の幅広い世代に対して、文化・芸術関連イベントのＰＲ活動に取り組みます。 

③文化・芸術活動への支援 

 ○市民や文化団体が企画・参加する舞台、芸術活動を支援します。 

 ※市民主役と協働の視点 

 ○歴史ある伝統芸能や芸術・文化を活かしたまちづくりを進めるためには、市民がその魅力 

  に触れ、親しむことで感性を磨き、次代を担う子どもたちに継承していくことが求められ 

  ています。 

 

■関連する個別計画                                   

 ○京丹後市教育振興計画（平成27年3月）（再掲） 

 ○京丹後市文化財マスタープラン（平成18年10月） 

 ○国史跡網野銚子山古墳整備基本計画（平成23年3月） 

■関連する主な事業                                   

 ○遺跡調査及び史跡整備事業        ○網野銚子山古墳整備事業 

 ○文化財保護啓発事業           ○文化のまちづくり推進事業 

 ○芸術文化事業              ○文化施設整備事業 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                  資料編 

41 

 

５ 京丹後市教育振興計画（令和 2 年度改訂版）（抜粋）  

令和元年11月策定 

 

重点目標６ 歴史・文化芸術を活かし、豊かな感性と郷土への愛着と誇りを育みます 

 

【現状と課題】 

京丹後市は、古代「丹後王国」と称されるように、網野銚子山古墳、赤坂今井墳墓などの重要な遺跡

を持つとともに、琴引浜など世界に誇れる美しい豊かな自然環境に恵まれ、山陰海岸国立公園、山陰海

岸ジオパークに認定されています。 

また、江戸時代から丹後を支えた基幹産業としての丹後ちりめんは、「300年を紡ぐ絹が織り成す丹

後ちりめん回廊」として日本遺産に認定されました。これらの歴史文化や自然環境への理解を深めるた

め、講演会・講座などの開催、資料館等での文化財の展示公開や見学会等にも取り組んでいます。残さ

れた貴重な文化財の保全を図るため、文化財の修理や民俗芸能の継承に補助金を交付し、史跡の管理や

史跡整備による保存活用を進めています。 

また、市史編さん事業等により調査した京丹後市の優れた文化財を広く普及啓発し活用することが求

められています。 

丹後の歴史を理解し多くの市民が京丹後市の歴史や貴重な文化等に対して理解を深める機会を充実し

ていくとともに、地域の文化財をまちづくりに活かし総合的な保存と活用を図る必要があります。学校

園では、学校支援ボランティア等とも連携し、身近な地域や市の歴史・文化・自然等を学習素材とした

地域探究活動、体験活動を積極的に進めており、平成 26 年度には京丹後市の歴史・文化・環境・産業

等について系統的に学ぶ「丹後学」を導入しました。「丹後学」の実施にあたっては、地域の人々の積

極的な参画を促し、子どもたちが京丹後市の様々な人の生き方や考え方にふれ、郷土への愛着と誇り育

むとともに、将来への夢と希望を育む環境づくりが求められています。文化芸術活動を推進するため、 

 主体的な活動を行う文化活動団体への支援を行い、市民が優れた文化芸術に触れる機会の提供及び市民

による文化活動の充実に努めてきています。 

【基本的方針】 

学校・地域の連携により、京丹後市の歴史・文化等を学ぶ「丹後学」を進めるなど、子どもたちのふ

るさとへの愛着と誇りを育みます。また、市内の豊富な歴史文化資源の保護・活用に取り組み、資料館

施設の整備充実と併せて、歴史文化について深い理解と関心を持つ人材の育成・活用を進めます。また、

市民や団体による主体的な文化芸術活動等を推進することにより、文化の薫り高いまちづくりに寄与し

ます。 

【施策の方向性】 

１．豊かな歴史文化等を学習する機会の充実 

○京丹後市の歴史・文化・自然等を活用した学習を充実するため、小中一貫教育による「丹後学」を積極

的に展開します。特に、世界ジオパークに認定された山陰海岸ジオパークの地質遺産を活用し、小学生

を対象にフィールド学習を実施します。 

○子どもたちが地域の人々の仕事や生き方にふれることは、地域を再発見することにつながります。学校

支援ボランティアや丹後の歴史に精通した京丹後史博士等を活用し、地域の人々が学校園の教育活動を

積極的に支援する体制を拡充します。 

○文化財セミナーや京丹後史博士育成講座、文化財の見学等、市民を対象とした歴史・文化の学習機会を

充実します。また、京丹後史博士等の人材活用を図り歴史文化財の普及啓発に努めます。 

２．地域の文化財の総合的な保存と活用 

○市内の貴重な歴史・文化等を保護し後世に伝えるため、文化財の管理や建造物等の修繕、郷土芸能の道

具の更新、映像記録作成等を通して文化財の保全と活用を図り、伝統芸能を継承していきます。 

○京丹後市史編さん事業や発掘調査等の文化財調査での成果や刊行物を基に、郷土の文化財を活用し市内

外の人々の理解を深める活動を進め、地域づくりに活かします。 

○京丹後市ホームページのデジタルミュージアム、文化財ライブラリーなどインターネット環境を活用し

て、丹後の優れた文化財、調査成果について発信していきます。 

○古代丹後を代表する網野銚子山古墳、赤坂今井墳墓等の史跡をはじめ、地域文化財の総合的な保存と活

用を進めることで郷土への誇りと愛着を培います。併せて文化財保存活用地域計画を策定し、丹後の輝

かしい資産を観光や地域振興に積極的に活かします。 

３．資料館施設等の整備充実 

○市内の資料館施設で郷土の歴史や文化財の展示会を開催し、市民や市外の人々に、巨大古墳に象徴され

る古代丹後の輝かしい歴史や、それ以降の丹後の歴史、丹後ちりめん、文化財や鳴き砂、ジオパーク等

について理解してもらうための普及啓発を図ります。 

○児童生徒を対象とした社会科学習、郷土学習を進めます。 

○郷土の歴史や文化財の調査を進め特別展示、企画展を開催するとともに貴重な資料を保管し後世に伝え

ます。 
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○資料館施設の整備充実を図り、市内外の人々が歴史や地域の文化財への関心を高める活動を推進しま

す。 

４．文化芸術活動の推進 

○文化芸術に関する施策を総合的かつ計画的に推進するため、関係機関及び団体と連携し、地域の特色を

活かした文化事業を行うとともに、市民の自発的かつ日常的な文化芸術活動を支援します。 

○市民の豊かな心を育むため、丹後文化会館など関係施設を活用して、市民が優れた文化芸術に親しむ機

会を充実させるとともに、丹後文化会館の改修に向け京都府に対し要望活動を進めます。 

 

【主な目標指標】 

目標指標 計画作成時 現状値（H30） 目標値（R6） 

文化財セミナー、 

京丹後史博士講座等 

の文化財事業参加者数 

 

1,468 人 

（5 事業 17 講座） 

（平成 25 年度） 

 

1,384 人 1,700 人 

資料館、文化館入館者数 

 

13,808 人 

（3 施設） 

（平成 25 年度） 

 

14,730 人 18,000 人 

 

史跡整備 

 

史跡整備 6 遺跡 

（平成 25 年度） 

※京丹後市文化財 

マスタープラン 

 

7 遺跡 8 遺跡 

 

京丹後史博士の認定者数 － 66 人 120 人 

 

文化協会加盟サークル数 170 団体 157 団体 200 団体 

 

文化芸術事業の開催回数 － 80 回 100 回 

 

京都府丹後文化会館 

利用者数 

 

－ 39,558 人 42,000 人 
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６ 文化芸術に関する市民アンケート調査報告  

  
１ 調査の目的 

京丹後市文化芸術振興計画を策定するにあたり、市民の文化芸術活動や文化芸術に関する意向を把握

し、計画策定の基礎資料とするためアンケート調査を実施した。 

 

２ 調査の設計 

20歳から79歳の京丹後市民 

調査対象 住民基本台帳から無作為抽出した2,000人 

調査方法 郵送による配布・回収、無記名方式 

調査期間 令和３年７月１６日～８月６日 

 

文化芸術活動団体代表者 

調査対象 文化協会加盟団体、施設利用団体、後援承認団体等150団体 

調査方法 郵送による配布・回収、団体名記名（任意） 

調査期間 令和３年７月１６日～８月６日 

 

京丹後市内の高等学校に通学する高校２年生 

調査対象 市内高等学校に通学する高校2年生370人 

調査方法 学校にて配布・回収、無記名方式 

調査期間 令和３年７月９日～７月１９日 

 

３ 回収結果 

20歳から79歳の京丹後市民 

有効回収714人／2,000人（35.7％） 

 

文化芸術活動団体代表者 

有効回収116団体／150団体（77.3％） 

 

京丹後市内の高等学校に通学する高校２年生 

有効回収338人／370人（91.4％） 

 

４ 回収サンプルの内訳 

 

市民 

（性別と年代） 

 合計 20代 30代 40代 50代 60代 70代 

全体 712 38 60 114 132 177 191 

100％ 5％ 8％ 16％ 18％ 25％ 27％ 

男性 326 16 26 54 55 91 84 

47％ 2％ 4％ 8％ 8％ 13％ 12％ 

女性 381 22 34 58 76 86 106 

53％ 3％ 5％ 8％ 11％ 12％ 15％ 

不明 7 ― ― ― ― ― ― 

1％ ― ― ― ― ― ― 
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（住んでいる地域） 

 峰山 大宮 網野 丹後 弥栄 久美浜 
 

164 132 158 64 80 113 

23％ 19％ 22％ 9％ 11％ 16％ 

※町ごとのアンケート発送数は調整していません。（無作為抽出） 

 

（居住年数） 

 1年未満 1～10年 11～20年 21～30年 31年以上 
 

5 38 55 94 519 

1％ 5％ 8％ 13％ 73％ 

 

高校生 

（性別と住んでいる地域） 

 合計 峰山町 大宮町 網野町 丹後町 弥栄町 久美浜

町 

他 

全体 338 74 42 87 28 32 46 29 

100％ 22％ 13％ 25％ 8％ 9％ 14％ 9％ 

男性 164 45 18 43 13 11 22 12 

49％ 13％ 5％ 13％ 4％ 3％ 7％ 4％ 

女性 166 27 22 43 13 20 24 17 

50％ 8％ 7％ 13％ 4％ 6％ 7％ 5％ 

不明 8 2 2 1 2 1 ― ― 

1％ ― ― ― ― ― ― ― 

 

文化芸術団体 （分野の内訳）                （団体の活動頻度） 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

音楽 26団体 

美術 20団体 

舞踊 20団体 

生活文化 17団体 

芸能 9団体 

伝統芸能 8団体 

文学 7団体 

文化財 3団体 

地域の祭礼・民俗芸能 2団体 

メディア芸術 0団体 

演劇 0団体 

年に数回 17団体 

月に数回 73団体 

週に数回 17団体 

毎日 0団体 

その他 7団体 
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57%

58%

58%

53%

69%

64%

65%

28%

11%

20%

28%

17%

18%

24%

15%

32%

22%

19%

14%

19%

11%

高校生

2 0代

3 0代

4 0代

5 0代

6 0代

7 0代

ある・どちらかといえばある どちらともいえない ない・どちらかといえばない

総回答者数：市民 714 人、高校生 338 人 

 

総回答者数：市民 714 人、高校生 338 人 

５ 集計結果 

【１】優れた文化芸術を鑑賞することや文化芸術活動を行うことについて興味や関心があるか 

 

文化芸術活動 興味や関心が「ある」６３％ 

 

「興味関心がある」と答えた人は３３％、「ど

ちらかといえばある」と答えた人は３０％にの

ぼり、半数を超える。どの年代も５～６割が

「興味関心がある」と答えているが、「ない」

または「どちらかといえばない」と答えた２０

代の割合が３割を超えている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【２】現在、鑑賞したり活動に参加している文化芸術があるか（複数回答） 

 

「音楽」がトップ。次いで「メディア芸能」、「地域の祭礼、民俗芸能」となった。高校生でも同様

の結果となった。文化芸術団体に活動内容をたずねたところ、集計結果でも「音楽」がトップだが、次

いで「美術」、「舞踊」、「生活文化」の順となった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ある

33%

どちらかといえばある

30%

どちらともいえない

21%

どちらかといえばない

9%

ない 7%

43

66

81

81

105

163

208

216

218

218

243

311

舞踊

伝統芸能

演劇

生活文化

文学

芸能

文化財

機会はない

美術

地域の祭礼・民俗芸能

メディア芸術

音楽
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総回答者数：市民 714 人 

総回答者数：市民 714 人、高校生 338 人 

総回答者数：市民 714 人、高校生 338 人、団体 116 団体 

 

【３】 文化芸術の機会がない理由（複数回答）  

 

「時間の余裕なし」「魅力的な公演なし」 

文化芸術の機会がなかった理由を複数回答でたずねたところ、「時間的な余裕がない」が 

トップ。2番目は、「新型コロナウイルス感染拡大防止のため」、3番目は、「京丹後市内に魅 

力的な公演やイベントがない」との結果になった。 

年代別に見ると、２０代では約５割が「文化芸術に興味や関心がない」と答え、2０代以外の世 

代では「時間的な余裕がない」が２割～３割を占めた。 

 
 

【４】 京丹後市の文化財、歴史・自然遺産について、興味や関心があるか  

 

文化財、歴史・自然遺産について興味関心 「ある」５８％ 

京丹後市の文化財等に興味・関心が「ある」もしくは「どちらかといえばある」と答えた人は市民で

58％を超えた。 

 
 

【５】 京丹後市は文化財や歴史・自然遺産等が保存され活用されていると思うか 

 

京丹後市は文化財等が保存・活用されていると思う人の割合は、高校生が56％に上るが、市民では半分

以下の24％となった。 

20

21

22

35

53

59

66

78

95

交通手段がなく出向くことができない

その他

京丹後市内に利用できる施設や会場がない

公演やイベントに関する情報が得られない

金銭的な余裕がない

文化芸術に興味や関心がない

京丹後市内に魅力的な公演やイベントがない

新型コロナウイルス感染症感染拡大防止のため

時間的な余裕がない

23%

8%

35%

30%

25%

34%

9%

16%

8%

12%

市民

高校生

ある どちらかといえばある どちらともいえない どちらかといえばない ない
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48

49

55

60

72

85

88

92

109

113

128

142

171

176

昔の生活道具（民具）
古文書や古い書籍など

絵画や仏像など
刀や甲冑など
庭園や滝など

動物や昆虫など
先人の業績や功績の顕彰

植物や樹木など
昔話、民話、伝承・伝説や民謡など
岩石や地震断層、特徴的な景観など

古墳や遺跡など
古い町並みなど

伝統的な祭りや古くから伝わる風習・行事
寺社の建物など

総回答者数：市民 714 人 

総回答者数 714 人 

総回答者数 338 人 

【６】 京丹後市の文化財、歴史・自然遺産を保存し活用していくまちづくりについてどのように思うか 

 

文化財を保存し活用していくまちづくりについて「非常に大切」「大切」と答えた人は８６％に上る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【７】 文化財、歴史・自然遺産等で大切だと思うもの、自慢できるもの、未来に伝えていきたいもの

（複数回答） 

 

文化財、歴史・自然遺産等で大切だと思うもの、自慢できるもの、未来に伝えていきたいものを複数

回答でたずねたところ、市民で最も多かったのは「伝統的な祭りや古くから伝わる風習・行事」、高校

生では「寺社の建物など」がトップとなった。

 

≪市民≫ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

≪高校生≫ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

非常に大切だと思う

31%

大切だと思う

55%

どちらともいえない

11%

あまり大切でない

2%
全く大切と思わない

1%

106

118

155

193

202

203

203

218

254

307

307

373

420

468

動物や昆虫など

刀や甲冑など

昔の生活道具（民具）

庭園や滝など

先人の業績や功績の顕彰

古文書や古い書籍など

植物や樹木など

絵画や仏像など

古い町並みなど

昔話、民話、伝承・伝説や民謡など

岩石や地震断層、特徴的な景観など

古墳や遺跡など

寺社の建物など

伝統的な祭りや古くから伝わる風習・行事
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3%

15%

10%

21%

35%

32%

35%

25%

29%

25%

14%

14%

13%

6%

4%

3%

5%

11%

市民

団体

高校生

そう思う どちらかといえばそう思う どちらともいえない

総回答者数：市民 714 人、高校生 338 人、団体 116 団体 

総回答者数：市民 714 人、高校生 338 人、団体 116 団体 

総回答者数：市民 714 人、高校生 338 人、団体 116 団体 

総回答者数：市民 714 人、高校生 338 人、団体 116 団体 

総回答者数：市民 714 人、高校生 338 人、団体 116 団体 

【８】 京丹後市の文化的環境に満足しているか 

 

「満足」 市民 ２％ 

京丹後市の文化的環境に「満足」と回答したのは２％にとどまった。「どちらかといえばそう 

思う」を含めても全体の15％にとどまる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【９】 京丹後市は文化芸術分野で活動している人や団体が多いと思うか 

「文化芸術分野で活動している人や団体が多い」と感じている人は、市民で２％にとどまる。 

 

 

 

 

 

 

【１０】京丹後市は文化的な公演やイベントが多くあると思うか 

 

「そう思う」または「どちらかといえばそう思う」を合わせて１２％にとどまる。 

 

 

 

 

 

 

 

【１１】 京丹後市の文化芸術に関する情報を身近に得ることができるか 

  

「身近に得られない」 ４割に迫る 

京丹後市の文化芸術に関する情報を身近に得ることができるかとの問いには、そう思わない 

「どちらかといえばそう思わない」と答えた人が38％に上った。       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【１２】 京丹後市の文化芸術に関して知りたい情報は（複数回答） 

京丹後市の文化芸術について知りたい情報を複数回答でたずねたところ、「公演・イベント・ 

展覧会についての情報」が一番多い結果となった。 

 

 

 

 

 

 

 

60

116

235

281

433

会議室やホールなど施設についての情報

指導者・講師・文化芸術活動団体の情報

市外の情報も含む広域的な情報

歴史・自然遺産や文化財などについての情報

公演・イベント・展覧会などについての情報

2%

6%

12%

13%

22%

35%

40%

28%

32%

23%

22%

6%

19%

17%

2%

3%

5%

13%

市民

団体

高校生

そう思う どちらかといえばそう思う
どちらともいえない どちらかといえばそう思わない

2%

15%

8%

18%

41%

28%

39%

24%

33%

18%

8%

9%

19%
5%

2%

4%

7%

20%

市民

団体

高校生

1%

7%

8%

11%

17%

34%

35%

28%

32%

26%

26%

7%

23%

17%
2%

4%

5%

17%

市民

団体

高校生
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総回答者数：市民 714 人、高校生 338 人 

総回答者数：市民 714 人、高校生 338 人、団体 116 団体 

【１３】あなたが京丹後市の文化芸術に関する情報を得ているものは（複数回答） 

 

情報を得るもの 若い世代ほど「口コミ」 

文化芸術に関する情報源は、市民で「市の広報、行政防災無線」がトップとなった。世代別で 

は、３０代以上の世代で「市の広報、行政防災無線」が３割に迫るが、２０代の2割以上が「家 

族・友人・知人からの口コミ」がトップ。 

 

≪市民≫ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

≪高校生≫ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【１４】 今後、どのような文化芸術を鑑賞・創作したいか （複数回答） 

 

鑑賞したいもの 「音楽」  創作活動したいもの 「美術」 

京丹後市内でどのような文化芸術を鑑賞したいか、創作したいかを、複数回答でたずねたところ、上位3 

つが、鑑賞したいもので「音楽」「メディア芸術」「美術」、創作したいもので「美術」「生活文化」 

「音楽」という結果となった。 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

70

75

80

133

185

203

206

249

269

280

382

文学

生活文化

舞踊

伝統芸能

演劇

芸能

地域の祭礼

文化財

美術

メディア芸術

音楽

5

11

13

15

15

19

28

34

45

52

110

伝統芸能

演劇

芸能

舞踊

メディア芸術

文化財

文学

地域の祭礼

音楽

生活文化

美術

12

13

67

77

79

109

113

150

地域公民館や市民局などの窓口

タウン誌、フリーペーパー

チラシ、ポスター

市の広報、防災行政無線

HP・FACEBOOK・LINE・ブログ

テレビ、ラジオ

新聞、書籍、雑誌

家族・友人からの口コミ

88

97

129

173

273

300

316

490

HP・FACEBOOK・LINE・ブログ

地域公民館や市民局などの窓口

テレビ、ラジオ

タウン誌、フリーペーパー

家族・友人からの口コミ

チラシ、ポスター

新聞、書籍、雑誌

市の広報、防災行政無線
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総回答者数：団体 116 団体 

総回答者数：団体 116 団体 

総回答者数：団体 116 団体 

【１５】 子どもの文化芸術体験の機会が充実しているか 

 

子どもの文化芸術体験 「充実していない」４５％ 

「そう思う」または「どちらかといえばそう思う」と答えたのは１６％にとどまり、 

「そう思わない」または「どちらかといえばそう思わない」と答えたのは４５％に上った。 

≪団体≫ 

そう思う 1団体 1％ 

どちらかといえばそう思う 17団体 15％ 

どちらともいえない 25団体 22％ 

どちらかといえばそう思わない 42団体 37％ 

そう思わない 9団体 8％ 

わからない 20団体 17％ 

 

 

 

【１６】子どもや若い世代が文化芸術に触れることでどのような効果を期待するか（複数回答） 

 

若い世代の体験活動に期待 「地元に愛着」「文化の担い手」 

「芸術的な感性が育まれる」がトップ。「地元に愛着」「文化の担い手」も６割を超えた。 

≪団体≫ 

豊かな芸術的な感性が育まれる 97団体 83％ 

地域の歴史や文化を知ることで地元に愛着を持つ 77団体 66％ 

地域の文化を継承する担い手となる 74団体 63% 

文化財や歴史遺産、自然遺産を、次世代に残すことができる 64団体 55％ 

他地域・他国の人々・多様な文化への関心が高まる 62団体 53％ 

コミュニケーション能力が高まり他者の気持ちを理解しようとする 59団体 50％ 

自信がつき、困難に直面した時の解決力向上につながる 43団体 37％ 

 

 

 

 

【１７】子どもや若い世代が文化芸術に親しむためにどのような取り組みが必要か（複数回答） 

 

「祭りへの参加促進」がトップ。      

≪団体≫ 

地域の伝統行事や祭りなどへの参加促進 75団体 

文化芸術活動を教える指導者やボランティアの育成・補助 74団体 

子ども向けやファミリー向けの公演などの鑑賞機会を増やす 72団体 

京丹後市内の教育施設・文化施設の整備・充実 71団体 

子どもが出演するミュージカルや公演、家族一緒に茶道華道を体験するなど創作活動

の機会を増やす 

70団体 

歴史的な建物や自然遺産についての学習機会を増やす 48団体 

文化芸術についての情報提供の充実 47団体 
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総回答者数：高校生 338 人

 

総回答者数：高校生 338 人

 

総回答者数：市民 714 人 

【１８】鑑賞したり参加しているものは何か（複数回答） 

 

高校生にたずねたところ「音楽」「メディア芸術」に次ぎ、「地域の祭礼・民俗芸能」が3つめに多い結 

果となった。 

 

≪高校生≫ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【１９】質の高い文化芸術に触れることが必要の時期について 

 

 「小学校から」５３％、「幼児期から」３３％ 

関係団体にたずねたところ、「小学校以降」が半数を超えた。「幼児期」が3割を超え、「中学校以降」 

は６％にとどまった。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【２０】文化芸術活動を行う主な場所は（複数回答）  

 

個人、団体ともに、「地元の施設」がトップ。地元施設や公共施設が活動の場としての役割が期待され 

ている。 

 

≪市民≫ 

 

 

 

 

 

 

 

 

乳児期から 5団体 ４％ 

幼児期から 38団体 33％ 

小学校から 61団体 53％ 

中学校から 7団体 6％ 

高校生から 1団体 1％ 

わからない 3団体 3％ 

必要ない 0団体 0％ 

11

12

15

23

33

49

50

62

105

145

147

伝統芸能

舞踊

文化財

生活文化

演劇

芸能

文学

美術

地域の祭礼・民俗芸能

メディア芸術

音楽

41

102

104

286

297

民間の施設（宿泊施設など）

社寺

個人宅

市立や府立の公共施設

地区公民館などの地元の施設
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総回答者数：市民 714 人、高校生 338 人、団体 116 団体 

総回答者数：市民 714 人、団体 116 団体 

【２1】文化芸術活動の場所が整っていると思うか 

 

「そう思う」「どちらかといえばそう思う」と答えた人は、市民で24％にとどまった。 

団体で50％となった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【２２】京丹後市内の文化芸術関連施設に必要と思われるもの（複数回答） 

 

施設のバリアフリー化望む声多く 

市民で「Wi－Fi環境の整備」、「バリアフリー化」が上位となった。文化活動団体では、「文化・交流・ 

学習等の複合施設の整備」がトップ、次いで「バリアフリー化」という結果となった。 

 

≪市民≫ 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

≪団体≫ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3%

15%

10%

21%

35%

32%

35%

25%

29%

25%

14%

14%

13%

6%

4%

3%

5%

11%

市民

団体

高校生

そう思う どちらかといえばそう思う

どちらともいえない どちらかといえばそう思わない

27

46

86

87

104

113

130

156

159

160

163

172

207

242

257

和室の設置

調理実習室の充実

類似施設の統廃合

展示品等のガイドの配置

貸館施設を増設

授乳室やおむつ替え台の設置

収蔵品や展示品の適切な保管・公開

防音設備（演奏ができる施設）の充実

照明設備・音響設備の充実

休憩室・喫茶室の併設

バス停を増やすなどの公共交通の充実

文化・交流・学習等の複合施設の整備

十分な駐車場の確保

バリアフリー化

WI－FI環境の整備

12
13
14

18
21
21

24
24

28
30

35
45

48
51

57

和室の設置
類似施設の統廃合
調理実習室の充実

展示品等のガイドの配置
授乳室やおむつ替え台の設置

バス停を増やすなどの公共交通の充実
WI－FI環境の整備

収蔵品や展示品の適切な保管・公開
休憩室・喫茶室の併設

貸館施設を増設
十分な駐車場の確保

防音設備（演奏ができる施設）の充実
照明設備・音響設備の充実

バリアフリー化
文化・交流・学習等の複合施設の整備
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総回答者数：市民 714 人、団体 116 団体 

総回答者数：市民 714 人、団体 116 団体 

総回答者数：市民 714 人、団体 116 団体 

【２３】京丹後市内の文化芸術関連施設で普段利用している、または、利用したい施設（複数回答） 

 

市民は「ステージや客席のあるホール」、「展示室」、「多目的ホール」などの施設が上位となった。ま

た、団体は、普段の練習等にも使用する「会議室」、「研修室」、「体験室」の需要が高い。 

 

≪市民≫ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

≪団体≫ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【２４】京丹後市の中心的な文化ホールとして望ましいと思う規模は 

 

700人規模、1000人規模のホールを望む声がほぼ同数となった。 

（参考 京都府丹後文化会館 760席 豊岡市民会館文化ホール 1118席） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【２５】京都府丹後文化会館を利用したことがあるか。 

 

利用したことがあると答えた人の割合が市民で8割を超え、団体では98％が利用したことがあると答えた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 市民 団体 

1,000人程度 28％ 30％ 

700人程度 27％ 35％ 

500人程度 13％ 11％ 

300人程度 6％ 12％ 

200人程度 3％ 3％ 

必要ない 5％ 1％ 

その他 1％ 4％ 

わからない 18％ 4％ 

44

52

62

115

117

203

204

235

その他

和室

調理実習室

陶芸・染色などの体験室

会議室・研修室

多目的に使うことのできる広いホール

展示室・展示コーナー

ステージや客席のあるホール

17

19

28

30

52

59

60

陶芸・染色などの体験室

調理実習室

和室

展示室・展示コーナー

ステージや客席のあるホール

多目的に使うことのできる広いホール

会議室・研修室

60%

27%

22%

65%

2%

6%

14%

1%

2%

1%
市

民

団

体

鑑賞のみ 鑑賞＋発表 発表のみ 利用したことはない その他
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総回答者数：市民 714 人、団体 116 団体 
【２６】京都府丹後文化会館について  

 

「欠かせない」 市民 ６４％ 団体 ９３％ 

京都府の施設であるが京丹後市の中心的な文化施設である「京都府丹後文化会館」についてた 

ずねた。欠かせない施設だという声が多く、他の施策よりも維持修繕を望む声のほうが多い結 

果となった。 

 市民 団体 

そう思う 27％ 58％ 

どちらかといえばそう思う 37％ 35％ 

どちらともいえない 22％ 4％ 

どちらかといえばそう思わない 2％ 0％ 

そう思わない 3％ 1％ 

わからない 9％ 2％ 

（問）京都府丹後文化会館は京丹後市の文化芸術振興に欠かせない施設だ 

 

 市民 団体 

そう思う 23％ 51％ 

どちらかといえばそう思う 37％ 38％ 

どちらともいえない 21％ 9％ 

どちらかといえばそう思わない 5％ 1％ 

そう思わない 6％ 0％ 

わからない 8％ 1％ 

（問）京都府丹後文化会館で、質の高い文化芸術に触れたい 

 

 市民 団体 

そう思う 15％ 32％ 

どちらかといえばそう思う 37％ 44％ 

どちらともいえない 23％ 14％ 

どちらかといえばそう思わない 8％ 5％ 

そう思わない 6％ 2％ 

わからない 11％ 3％ 

（問）京都府丹後文化会館があることで、人が集まり市の活性化につながる 

 

 

 市民 団体 

そう思う 10％ 39％ 

どちらかといえばそう思う 20％ 51％ 

どちらともいえない 45％ 8％ 

どちらかといえばそう思わない 17％ 1％ 

そう思わない 5％ 0％ 

わからない 3％ 1％ 

（問）京都府丹後文化会館は、練習の成果を披露する場として望ましい施設だ 

 

 市民 団体 

そう思う 4％ 4％ 

どちらかといえばそう思う 10％ 8％ 

どちらともいえない 42％ 34％ 

どちらかといえばそう思わない 9％ 18％ 

そう思わない 18％ 23％ 

わからない 17％ 13％ 

（問）文化芸術振興のためには、建物維持よりも他の施策に力を入れるべき 
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総回答者数：市民 714 人、団体 116 団体 

【２７】京都府丹後文化会館を利用する際の重要度（どの程度重視するか）と、満足度（どの程度満足し

ているか）      

 

バリアフリーを重要と考える人が団体でも個人でも多く、８割を超える結果となったが、不満の声も団体

で4割と高いのが目立つ。楽屋・練習室についても、重視する人が多い一方で不満の声が多い。 

 

施設・設備の使用料 

 市民 団体 

重視する 23% 50% 

どちらかといえば重視 25% 24% 

重視しない 7% 2% 

わからない 45% 25% 

 

 市民 団体 

満足 8% 10% 

どちらともいえない 28% 33% 

不満 3% 20% 

わからない 60% 37% 

 

場所のわかりやすさ・立地 

 市民 団体 

重視する 37% 48% 

どちらかといえば重視 41% 42% 

重視しない 10% 7% 

わからない 13% 3% 

 

 市民 団体 

満足 31% 45% 

どちらともいえない 41% 36% 

不満 13% 16% 

わからない 15% 3% 

公共交通機関のアクセスのしやすさ

 市民 団体 

重視する 38% 48% 

どちらかといえば重視 35% 35% 

重視しない 10% 10% 

わからない 17% 7% 

 

 市民 団体 

満足 19% 38% 

どちらともいえない 40% 33% 

不満 18% 19% 

わからない 23% 10% 

 

バリアフリー化 

 市民 団体 

重視する 43% 52% 

どちらかといえば重視 35% 36% 

重視しない 5% 5% 

わからない 17% 7% 

 市民 団体 

満足 10% 4% 

どちらともいえない 36% 39% 

不満 18% 40% 

わからない 35% 17% 

音響設備・照明設備 

 市民 団体 

重視する 37% 65% 

どちらかといえば重視 36% 26% 

重視しない 5% 2% 

わからない 22% 7% 

 

 市民 団体 

満足 15% 29% 

どちらともいえない 37% 37% 

不満 10% 18% 

わからない 38% 16% 

収容人数 

 市民 団体 

重視する 26% 45% 

どちらかといえば重視 38% 37% 

重視しない 12% 10% 

わからない 23% 7% 

 

 市民 団体 

満足 31% 47% 

どちらともいえない 34% 32% 

不満 9% 9% 

わからない 26% 12% 
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座席の広さ 

 市民 団体 

重視する 32% 45% 

どちらかといえば重視 39% 37% 

重視しない 11% 10% 

わからない 18% 7% 

 

 市民 団体 

満足 22% 38% 

どちらともいえない 36% 36% 

不満 18% 17% 

わからない 24% 10% 

 

ステージの広さ 

 市民 団体 

重視する 29% 52% 

どちらかといえば重視 39% 40% 

重視しない 8% 1% 

わからない 25% 7% 

 

 市民 団体 

満足 22% 51% 

どちらともいえない 35% 33% 

不満 10% 5% 

わからない 33% 11% 

 

楽屋・練習室の広さ、数 

 市民 団体 

重視する 14% 42% 

どちらかといえば重視 28% 36% 

重視しない 10% 3% 

わからない 48% 19% 

 

 

 市民 団体 

満足 5% 17% 

どちらともいえない 24% 31% 

不満 10% 26% 

わからない 61% 25% 

 

駐車場の広さ・台数 

 市民 団体 

重視する 50% 61% 

どちらかといえば重視 33% 32% 

重視しない 5% 2% 

わからない 12% 5% 

 

 市民 団体 

満足 26% 39% 

どちらともいえない 31% 24% 

不満 24% 32% 

わからない 18% 5% 

 

駐輪場の広さ・台数

 市民 団体 

重視する 20% 20% 

どちらかといえば重視 28% 34% 

重視しない 18% 17% 

わからない 34% 30% 

 

 市民 団体 

満足 12% 18% 

どちらともいえない 27% 28% 

不満 11% 11% 

わからない 51% 43% 
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総回答者数：市民 714 人、団体 116 団体 

【２８】京丹後市の文化芸術振興の目指すべき将来像について考えに近いもの（複数回答） 

 

将来像「市民が生き生きと文化芸術活動に親しむまち」がトップ 

４０代から７０代で「市民が生き生きと文化芸術活動に親しむまち」がトップとなった。 

「文化芸術と産業や観光などが連携するまち」」はどの世代も２～３番めに多い。 

 

（世代別） 

選択肢 高校生 ２０代 ３０代 ４０代 ５０代 ６０代 ７０代 総 数 

市民が生き生きと文化芸術活動に

親しむまち 

132 

26％ 

19 

4％ 

33 

6％ 

56 

11％ 

71 

14％ 

95 

19％ 

100 

20％ 

506 

100％ 

文化芸術と、産業や観光などが連

携するまち 

94 

22％ 

20 

4％ 

33 

8％ 

53 

12％ 

68 

16％ 

77 

18％ 

84 

20％ 

429 

100％ 

市民が地域文化に愛着を持ち誇り

に思うまち 

120 

27％ 

24 

5％ 

32 

7％ 

54 

12％ 

51 

12％ 

76 

17％ 

92 

20％ 

449 

100％ 

文化財や歴史・自然遺産が保存し

活用される趣深いまち 

95 

24％ 

17 

4％ 

26 

7％ 

48 

11％ 

67 

17％ 

80 

20％ 

68 

17％ 

401 

100％ 

イベント等の参加者が多いにぎわ

いのあるまち 

139 

31％ 

15 

3％ 

36 

8％ 

51 

12％ 

56 

13％ 

70 

16％ 

75 

17％ 

442 

100％ 

 

 

【２９】文化芸術振興の目指すべき将来像につながることとして、あなたはどのように関われるか（複数

回答）  

 

どの年代でも回答のうち約４割が「イベントなどを鑑賞する」、また、どの世代でも回答の約２割が「サ 

ークル活動や習い事で創作活動をする」となった。７０代では「サークル活動や習い事で創作活動をす 

る」の割合と、「特に関わりたいと思わない」の割合が１５％と同じであった。 

 

≪市民≫ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（世代別）  
２０代 ３０代 ４０代 ５０代 ６０代 ７０代 

鑑賞する 39% 37% 39% 42% 43% 41% 

活動する 18% 16% 18% 18% 17% 15% 

関わりたいと思わな

い 

13% 9% 16% 10% 14% 15% 

意見提案 4% 17% 10% 12% 9% 10% 

発表・紹介する 9% 6% 4% 7% 7% 7% 

指導・ボランティア 10% 9% 7% 6% 6% 5% 

企画運営 4% 4% 5% 4% 3% 3% 

40

67

70

103

136

173

425

文化芸術に関するイベントを企画したり運営したりする

指導者やボランティアとして関わる

文化芸術に関する情報を発表・紹介する

行政に対して文化活動団体の立場から意見・提案する

特に関わりたいと思わない

サークル活動や習い事で文化芸術の創作活動をする

文化芸術に関するイベントなどを鑑賞する
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総回答者数：市民 714 人、団体 116 団体 

 

≪団体≫ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【３０】行政が特に力を入れるべきことは（複数回答） 

 

行政が力を入れるべき「情報を集めて広く市民に提供」がトップ 

市民では「情報を集めて広く市民に提供すること」がトップとなった。「公共施設を利用しやすくす 

る」、「質の高い文化芸術に触れる機会を創出する」が続く。団体でも同様の3項目が上位となった。 

 

≪市民≫ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

≪団体≫ 

 

 

 

 

 

 

 

  

146

155

209

245

247

315

325

339

指導者やボランティアガイドの人材を育成すること

文化芸術に関する施設を整備すること

京丹後市の文化芸術について市外へ発信すること

観光客や移住者を増やすこと

祭りや伝統芸能の活動発表の場を設けること

質の高い文化芸術に触れる機会を創出すること

公共施設を利用しやすくすること

文化芸術に関する情報を集めて市民に広く提供すること

22

22

46

48

65

70

文化芸術に関するイベントを企画したり運営したり…

行政に対して文化活動団体の立場から意見・提案する

指導者やボランティアとして関わる

文化芸術に関する情報を発表・紹介する

文化芸術に関するイベントなどを鑑賞する

サークル活動や習い事で文化芸術の創作活動をする

34

37

49

57

59

68

73

84

京丹後市の文化芸術について市外へ発信すること

観光客や移住者を増やすこと

指導者やボランティアガイドの人材を育成すること

文化芸術に関する施設を整備すること

祭りや伝統芸能の活動発表の場を設けること

質の高い文化芸術に触れる機会を創出すること

文化芸術に関する情報を集めて市民に広く提供すること

公共施設を利用しやすくすること
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【３１】「目指す将来像」につなげるためにはどのようなことが必要だと思うか、どうすれば京丹後市が

もっとおもしろいまちになると思うか。（自由記載） 

≪高校生≫ 

「京丹後市の良さを市内外へ発信し続ける」、「文化施設、商業施設、イベントを増やす」、「高齢者

も若者も文化に触れ、楽しみ、伝えていく」、「観光客や人口を増やす」といった意見が多い。 

 

【３２】 その他（自由記載のみ） 【抜粋】 

 

 

 

・全国や世界の人々に京丹後市の名を知ってもらう 

・こういうイベントをしているということをホームページやはり紙やSNSを使う 

・京丹後市の歴史などをもっと多くの人に知ってもらう 

 

 

 

 

・いろいろ楽しいイベントをする 

・もっと文化芸術に触れられるイベントを増やす 

・若者から高齢者まで幅広い年代でたくさんのイベントに参加する。京丹後市の認知度を高める取り組み

をしていく 

・若い人が中心になる身内のみではない様々な人が参加できるイベントづくり 

・イベントの多い町、にぎやかな町、楽しそうな町、イベントを増やしたり京丹後にしかないことをする 

 

 

 

・もっと施設を増やす 

・博物館を作る 

・ライブやイベントができるような大きい施設を作る 

・もっとＰＲする。ショッピングモールを作ってそこに文化も入れる 

・グランピングなどのレジャー施設を作る 

・文化芸術と企業のより強いつながり、より充実した設備・サービス 

 

 

 

 

・みんなが楽しめるようなまちにする 

・老若男女が楽しめるイベントを考える 

・高齢の方でも楽しめるイベント 

・若い人たちが興味を持つようなイベントなどを増やす 

・町の行事に今のうちから参加して知っておく 

・みんなで協力して伝統文化のことに親しんだり行事に加わった地すること若い人の興味が足りない。伝

統をどう今の世代に砕いて合わせられるかアプローチしていくのがいいんじゃないか 

・学校と企業の連携がスムーズに取れて様々な取り組みや企画が動き発信される場所 

・芸能分野のプロによる指導 

・高校だけでなく小中学校でも芸術に触れられる機会があればいいと思います 

・地域の小学校や中学校の生徒が文化芸術に触れる機会を増やす 

・学校での活動と地域の活動を結びつける。アーティストとの接触を多くする 

・有名な人の展覧会を開く 

・手軽に体験できる場所を増やす 

・若い世代が実際に文化芸術に触れること 

・文化芸術活動をたくさん行う 

・現在活躍されている方と交流できる機会を作る 

・茶道や華道の体験できるものに積極的に取り組むこと 

・文化芸術を披露する場を多く求める 

 

 

 

 

「施設」 

「みんなが」「若者が」文化に触れる 

「イベントをする」 

「発信」「アピール」 
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・環境をよくする。人が来たくなるようなまちにする 

・施設を充実させたり団体との連携を増やす 

・人を増やすために来やすいようなまちづくりを進める 

・文化財の活用 

・古墳などを保存する 

・文化財や自然遺産を大切にする 

・地域の人がもっと地域のことについて知れればいいと思う 

・もっと京丹後に住んでいる人が京丹後の文化を知る必要がある 

・自分の住んでいる地域に誇りを持つこと 

・みんなで協力すること 

・守ろうとする気持ち 

 

 

 

・人口が増えるような魅力的な町づくり 

・若い人もたくさんイベントに参加したり今は厳しいけどほかの県からの観光客を増やしたりする 

・色んな人に京丹後市に来てもらう 

・たくさんの観光客に来てもらえるように町並みをきれいにしてそれを宣伝できるようにしたらいいと思

います 

・観光客にきてもらえるようにもっと文化財をＰＲしていく 

・コミュニティがある町にする 

・地域の交流 

・京丹後市の歴史を多くの人が知る 

・地域文化を自分たちが知る 

・観光客を増やすために自分たちが市の文化芸術をもっと知るべきだと思う 

・みんなが関心を持つ 

・人がよく通る場所に情報が知れるようなものを置く 

・市民の目の付きやすい所に展示したりする 

・得意を見つけてそれを磨いて大きい所に出場できるようにする。木や森を大切に 

・丹後ちりめんの多様な商品化。ほかに観光地や自然豊かな環境での経済面での活性化 

・丹後の良さ×良さで新しいものを作ってみたらおもしろそう。ちりめん×〇〇、方言×〇〇、 

伝承×〇〇、七姫×〇〇、水産×〇〇 

・文化を守る委員を発達させる 

・市民に回す回覧板などは写真を貼るなどもっと知ってもらう 

・取組について宣伝したりポスターを作ったりする 

・伝統ある祭りを続けていく 

 

 

 

 

・映画の回数を増やしてほしい（６０代） 

・オーケストラやコンサートを年に２回くらい企画してほしい（７０代） 

・子どもの発表会や丹吹、フェスティバルなどの催し物で楽しませてもらいました。今後も興味のあるイ

ベントがあれば参加したいと思います（５０代） 

・中核拠点として頑張っておられると思いますが、日本の芸能人、有名人、グループアーティストの方の

発表も見たいです（６０代） 

・残念ながら京丹後市にはこのような場所がないので重要なところだと思います。これからもいろいろな

映画、コンサートをお願いしたいです。（５０代） 

・歌舞伎観劇（文化芸術活動団体） 

・ミュージカル、吹奏楽、映画（文化芸術活動団体） 

・舞台の奥行の大きさに驚きました。坂東玉三郎さんが来られた時も見栄えのする舞台構えでほっとしま

した。その舞台を子どものピアノ発表会にも使わせてもらえる喜びがある。様々なニーズにこたえてく

れるのが嬉しい限りです（４０代） 

・丹後の文化の中心。丹後文化会館の役割は大きい。なくてはならない施設です（峰山町、40代、女性） 

・大きな催しの時には必ず使用するので、今後も残していく必要があると思います。広い芝生があるので

遊具があれば子どもを遊ばせる場所にもなり利用頻度が上がるのではないかと思います。コロナ禍も相

まって、今は特別なことがない限りは丹後文化会館に行くことはほぼないです（３０代） 

「人口を増やす」「観光客を増やす」 

「環境」「まちづくり」 

希望する公演 
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・申し訳ないがスタッフ向上心も見られないし、毎回同じ舞台で変わり映えしない。他の域からも「ここ

を使いたい！と思ってもらえる施設にしたい。新しい技術や新しい人材も必ず必要になると思う。そう

しないとお客は増えない。自信を持てるような丹後を代表する文化会館にしたい。もったいない。ステ

ージもどんどん変えないと、と思っている。子どもたちに小さい時からいろいろ見せたい。リニューア

ルしてください（４０代） 

・小中学校の発表の場としても、とても価値あるもの（３０代） 

・丹後文化会館ができたときは周辺に様々な文化的施設ができたらと期待していましたが、一般の民家が

立ち並びインパクトが無くなりました。ほかの施設も分散して作られ、まとまりというか、ゾーンとい

うか、わかりにくい面があります。実際に京丹後市の文化的ゾーンがどこか、わかりにくいでしょう

（７０代） 

・施設については現状で十分では、ハコばかり作っても財政負担が増えるだけ（５０代） 

・豊岡のまねをせず、他のことにお金を使いましょう（６０代） 

・６町時代はミュージック系アーティストのコンサートがあったが、京丹後市になってからはコンサート

自体が皆無になったと感じます。コロナの影響もありますが以前のようにコンサートを企画してほしい

（６０代） 

・開館以来、ずっと鑑賞してきました。当初は地方では見られないような作品に出合い感激しましたが、

近年は当地方のイベントばかりでがっかりです（５０代） 

・駐車場が遠く坂道も大変。昔は有名なシンガーも来ていた。ファンは田舎までも追いかけコンサートに

参加するので地域活性にもつながる（５０代） 

・丹後を代表する文化施設であり、今後の事業の活性化を期待しています。コロナ禍で事業企画も難しい

と思いますが、常に注目度の高い企画、市民ニーズに傾注していただきたいと思います（６０代） 

・時代に応じた新しい事業を展開していただきたい（５０代） 

・とてもいい施設だと思う。これからも、映画、劇、講演、公演など幅広く文化活動に取り組んでいただ

きたい（６０代） 

・文化芸能員が駐在するような美術館があればいいと思います（７０代） 

・京丹後市はほぼ同時期に祭りが開催されるので、他の地域の芸能が見られなかった。「丹後の祭り」が

文化会館で見られ、とても印象に残った（４０代） 

・丹後文化会館は発表や鑑賞の場として重要な施設である。より一層の設備・機能の拡充を望む。市民が

利用しやすいような使用料設定を望む（６０代） 

・京丹後市にとって非常に重要で必要な施設。もう少し音響設備に力を入れてほしいと思う（７０代） 

・丹後にとって重要な施設だと思っています。地域文化のため、ずっとあり続けてほしいと思う（６０

代） 

・市民であれば誰でも気楽に利用できる施設であってほしい。経済面で苦しいかもしれないが、音響、照

明など機器のできるだけ優れたものに切り替えていってほしい（５０代） 

・年に１度程度、超一流のアーティストを招致してはどうでしょうか。全国から追っかけの来るようなス

テージをして来客を増やし、同時に地元の展示も設けて地域のレベルアップも図れたらいい（６０） 

・必要不可欠の施設と認識している（６０代） 

・継続は力なり。今までのがんばりに敬意を表する。近隣の住民への配慮を忘れずに。（６０代） 

・以前されていたようなサーカスなど普段は見られないようなイベントがあれば子どもと行きたい。体育

館でないと難しいかもしれないが相撲も間近で見られる機会があればよい（３０代） 

・もっと有名人を呼んでほしい。ためになる講演会を開いてほしい（４０代） 

・市内に映画館がなく見たいときにはなかなか見られず、忘れた頃に上演されるような気もします。予算

の関係もあるのでしょうが、大きなスクリーンでもう少し気軽に鑑賞したいです（５０代） 

・発展・存続してほしい（７０代） 

・舞台芸術だけでなく、例えば、結婚式場、お茶会などができる日本庭園もあり、丹後の迎賓館的な施設

が必要だと思います。駅にも近く、現在の場所で良いと思います（７０代） 

・歌舞伎、落語、講話などを鑑賞したい。音楽のプロの演奏も年に何度も用意してほしい（６０代） 

・京丹後には映画館がないため、話題になっているものだけでも定期的に行ってほしい。ライブイベント

を行ってほしい（２０代） 

・以前のようにいろんなアーティストを招いてコンサートをしてほしい（６０代） 

・全国の有名高校の吹奏楽の演奏会を実施してほしい（４０代） 

・もっと一流の人を呼んでほしい（６０代） 

 

 

 

 

・何をしているのかわからない（４０代） 

・具体的な利用方法が知りたい（５０代） 

利用の機会がない 
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・ケロポンズのコンサートに行ったが、こども園からのチラシで知った。友の会も知らなかった。事業を

やっていることをあまり知らなかった（４０代） 

・情報が少ない（４０代） 

・人生の節目になる成人式で訪れた思い出のある場所だが、日常的には親しみが薄い（２０代） 

・成人式が一番知られているくらい。コロナ禍だし予算の問題もあるが、コロナ収束後は何かやってほし

い（６０代） 

・展示や演劇が行われていること自体知らなかったので、チラシやSＮＳなどで宣伝したほうがいい。若

い人たちはわざわざホームページを検索して見に行ったりすることは少ないと思う（２０代） 

・どこにあるのかわからない。今回のアンケートで初めて丹後文化会館のことを調べて知った（３０代） 

・情報が入ってこないから参加していない（７０代） 

・３７歳子育て世代で、結婚を機に京丹後市へ引っ越してきました。もともと美術館を巡ったりするのが

好きです。子ども向けのイベントがあり始めて利用しようと考えましたが妊娠中でありコロナ禍でもあ

り断念しました。状況がよくなればどんどん利用したいと思っています。 

 

 

 

 

・階段が多くバリアフリーの所が少ない。車いす専用駐車場が少ない。座席が狭い。洋式トイレかオスト

メイトやスロープなどバリアフリーに配慮してほしい（３０代） 

・どんな人でも使えるようにすべきでは？目が見えにくい人にも聞こえる工夫をして利用できたらもっと

良いのでは（６０代） 

・駐車場が道を挟んで隣の山にあるので上り下りがあり、歩道もないことが困ります。橋などで移動がス

ムーズにできるようにしてほしい。障害があっても行けるように障害者チケットや移動サポートをおこ

なってほしい（４０代） 

・子どもたちが自転車で行きにくい坂の上にあり、使用しにくい事の大きな要因の一つではないでしょう

か（４０代） 

・身体障害者や妊娠されている方が訪れやすいような行事がいいと思います（２０代） 

・席は前後、横とも狭く、建物も長い坂の上にあり駐車場からも遠くとても不便です。利用したくても行

くのが気が重くなります（４０代） 

・施設の横の駐車場は停められる台数が少ないため、坂の下の大駐車場へ停めるのが通常となっている。

天気の悪い日や、幼児・高齢者連れの方は歩行が大変になっている。ホールの中の足元の照明を明るく

してほしい。洋式トイレにバリアフリー化を望みます。階段が多い。軽食コーナーがあればありがた

い。照明を現代的に。空調・換気を整備してほしい（５０代） 

・駐車場を広くしてほしい（５０代） 

・駐車場から歩く距離があり、高台にあるため正直あまりいく気がしない。役場くらいの立地ならと感じ

る（４０代） 

・駐車場が狭い。少し離れたところにあり坂道だし雨の日は結構きつい（６０代） 

・なぜ、中核の拠点の文化会館前に丹海バスと丹鉄が横付けしないのか。なぜ、単独拠点のようにあんな

高い場所にぽつんと建っているのか。坂道を上るのがつらい（２０代） 

・施設前の駐車場が少ない。入口で乗り降りし遠くの駐車場に行けるルートを確保してほしい（４０代） 

・玄関先が狭い。大型バス車両がÙターンできない。バス停もない（４０代） 

・福知山までいかなければ映画が見られないので、遅れてでも見られるのは助かります。施設は程よい広

さと思いますが、駐車場が少なく、広い駐車場は距離があり不便である。 

・娘の成人式の際は、雨と風で車の乗り降りを道路上ですることになっており大変でした。京丹後市を象

徴するようなバリアフリーの素晴らしい施設を建ててください（５０代） 

・駐車場から会館までが少し遠いので、高齢者は利用しづらいと思う。図書館は充実しているイメージ。

立地的に少しわかりづらい。映画とか、フィルムを借りてどんどんすればいいと思う（３０代） 

・イベントがあっても高齢者は入口まで送迎しないと無理。送迎が頼めなければ参加もできない。丹海バ

スに乗っても、バス停がないから駅から歩くのが無理。チケットの購入も難しい。電話申し込みとか、

郵送とか、シャトルバスのサービスがあればよい（５０代） 

・人口減少が著しく、文化会館のような大規模な施設は不要です。高速道路が整備され大阪・京都が近く

なり、比較的容易に大阪・京都の立派な施設の文化芸術催事に触れることが可能になった。維持費が多

くかかり、利用者負担も安くなく、催事に対する入込客も少ないという文化会館の存在を疑問視しま

す。利用する側としても使いにくい規模・料金です。廃館してもいいと思います。京都府の施設なので

府が責任をもって最後まで面倒を見るべきです。市に移されても有効に使えません（６０代） 

・文化芸術の発表のみに利用する施設と考えるのではなく、図書館の併設（図書室など小規模ではなく）

や公園の併設など、普段から人の往来のある施設であるのが理想と言える。また、震災記念館は歴史的

にも文化芸術としても重要な建物なので、自由に人が交流したり小規模のイベントがおこなえるよう改

修していただきたい（３０代） 

丹後文化会館の施設設備について 
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・建物内が暗い印象。外観・内観を明るいものにすれば利用の機会も増えるのでは。文化財や書物も置い

てあるだけでは関心を持たせるのは難しいと思います（４０代） 

・コロナの影響で多くの制限が生じている。将来を見てどのような状況が生じても対応できるよう施設内

の改修をしておくべき（７０代） 

・今となっては少し貧弱な気がします。クラウドファンディングなどで新しい施設にしてほしいです。一

流の芸術に触れる機会を増やしてほしい。そのことで市民の文化芸術の一層のレベルアップが図られ、

ひいては元気なまちづくりにつながる（６０代） 

・エレベーターがない（文化芸術活動団体） 

・文化会館のおかげで身近にできることがありがたい。建物の改修・更新が必要（文化芸術活動団体） 

・使用料の面でなかなか使用できない。文化祭などで特別枠があれば使いやすいかも（文化芸術活動団

体）施設の老朽化、特にトイレが劣悪。イメージダウンの最たるもの。高台にあるのも好ましくない。

平地が望ましい。一級の舞台公演や芸術が少ない。お金をかけてでも世界の一級芸術が鑑賞したい（文

化芸術活動団体） 

・駐車場が近くに少ししかないし、子どもや高齢者には坂道があって利用しにくい。出演するときには衣

装などの荷物を運ぶのに苦労する（文化芸術活動団体） 

・駅から遠い（文化芸術活動団体） 

・立地もいいし今後も丹後の文化の中心として残してほしい。そろそろリニューアルしてもっと明るいイ

メージに（文化芸術活動団体） 

・とても大切な場所もっと市民が活用しやすいように開放してほしい。建物も古くなって来ていてそれを

維持するために、安い使用料で大勢の人に活用してもらうなど、賃料が高いのも一因だと思う。（文化

芸術活動団体） 

・２市２町が一つになり「京都府丹後文化ホール」の新設立をすることにより、丹後の文化を全国に周知

をすることにより、丹後がより一層発展するのではないか。（文化芸術活動団体） 

・丹後文化会館は私たちにとって文化芸術の拠点としてなくしてはならない施設です。この施設があるこ

とを誇りに思っています。（文化芸術活動団体） 

・小さいホールで音響もいいので、有名な音楽、芸能が身近に観られる、聴けるというのを、もっと他地

域にアピールすればいい（文化芸術活動団体） 

・施設を建設することは後々保存など大変だと思うので、すばらしい自然を利用して融合させた会場をつ

くるなど、ハコモノにこだわりすぎないほうがいいと思います（５０代） 

・昔は映画館も峰山町に複数ありましたがなくなり寂しいです。映画は豊岡まで見に行っています。もっ

と身近なところにあるといいです。地域公民館の使用料など現在のように無料または安価にしてほしい

です。 

・文化会館を建て替えるか耐震工事の必要があると聞きました。お金はかかると思いますがぜひお願いし

たいです、 

・天文台があったらうれしい。ジオパークは興味深い。子どもの頃、すぐ近くの震災記念館に図書館があ

ってすごく良かった。今は仕事に追われて本を読む習慣もなくなってしまったが、本が身近にある生活

は文化的だと思う。４０代、５０代は仕事や責任が重くのしかかり地域のまつりさえも負担に思う。引

退したらいろいろやってみたい（５０代） 

・市民同士が交流しあえる発表の場が必要だと感じる。図書館の質（蔵書）が低く感じる。府立図書館か

ら取り寄せることが可能な書籍は良いが、禁帯出の本が借りられない。閉架の目録リストが欲しい。題

名を知っていないとネット検索できない。図書館に訪れても偶然の出会いがない（４０代） 

・丹後文化会館は、発表会や文化祭などでよく利用した思い出があります。文化芸術は人の心や生活に彩

を与えるものだと思いますので、この丹後の地からいろんな形で発信していってほしい。子ども達に本

物の芸術を鑑賞させてあげられる機会が増えればいいなと願っています（４０代） 

・子どもがいる人も利用しやすいようにしてほしい（２０代） 

・文化芸術振興のために施設を整備することは良いですが、市の施設を管理業者に管理を委託した場合、

現在のやり方は少し納得がいきません。もう少し管理業者を指導監督して利用者側に立って考えてほし

い。 

・管理を委託した後は一切お任せで市は無関係ですというようにしか見えない。市の施設は市民が気持ち

よく利用できるよう考えてほしい（７０代） 

・高齢者や小さい子どもがいる人など、万人が利用しやすいように、休憩の椅子があったり、授乳室やお

むつ交換ができる環境が整っていると催しに参加してみようという気持ちになる。また、催しを開くと

なると移動して集まる必要があるので、高齢者が増えている状況からみても、公共交通機関を使って会

場へ行けるように環境整備されていないと難しいと思います（３０代） 

・景観もよく都会からの交通の便もよくなりつつある。建物展示場を作るだけでなく楽しさを実感できる

体験型施設があればいいと思う（５０代） 

・音響設備が良く２０００人のキャパがあればメジャーなアーティストも来てくれると思う。人が集まっ

てくればJRも京丹後までくる。今の京丹後は廃れていると非常に感じます。小さくまとまりすぎてい

る。まちを劇的に変えてほしいです（４０代） 



                                       資料編 

64 

 

・興味はあるが、情報が少ない、郷の廃校は駐車スペースもあるのでもっと利用したほうが良い。まだ新

しいのでもったいない。いろんな人が使いやすいスペースとして貸し出ししてほしい。親子行事などで

使わせてほしい（４０代） 

・市内の施設が年々子どもかお年寄り中心に利用しやすい方向になっていて、税金を納めている年齢の利

用はあまりできないようになっている気がする。魅力のないところに住み続けるのも考えものだ。活動

場所は必要ないと思う人もいると思うが、興味のない人にとってはお金をかけるのはムダとしか思えな

い。働いている人が利用できる場所や時間を少しは考えてほしい。お役所の感覚にはズレがあると思う

（５０代） 

・京丹後市の中には不自由な方々がいます。そういった方々も入れて遠慮のない市になれば文化にも進ん

でいけると思った（６０代） 

・今後人口減少が明らかな中で、大きな施設の整備が優先されることは望みません。ただし、地元材を使

って市民も一緒にDIYしながら自分たちで修理・管理しやすいコミュニティ拠点があれば集いやすく愛

着を持てるように思う。歴史の蓄積が深いまちで親しみやすく記録が整理されているアーカイブ機

能・・・。現代の暮らしに沿った象徴商品の事業化。この2点によって京丹後の文化に集まる20代はま

だ増やせると感じます（２０代） 

・大きなイベントは丹後文化会館、小規模は震災記念館、としてすみわけを行い、それぞれ人が普段から

往来できるよう、丹後文化会館には図書館には公演を併設しつつ、震災記念館には地域の若者やアーテ

ィストが集う場となるよう改修するのが望ましい（３０代） 

・大宮ICの出口に京丹後市を紹介する道の駅もない。意見もあったようだが、他町の反対があり結局どこ

にもできないまま。高速の出口である大宮町で京丹後市のコマーシャルやお土産の紹介や販売をする。

すべてのまちの良いところを発信して、ロードマップやアプリで見られたりする、自分の行きたいまち

や場所に行けて、その場所で楽しみ、お土産を買える。そして帰りに買い忘れたお土産を道の駅で買え

たりしたら、今度は京丹後のどこへ行こうかと考えてたくさんの人が来てもらえる。そうなったら、人

口も増えてどの町も潤い、京丹後市のいいところを発信していけるのではないでしょうか。文化芸術の

振興と言いますが、住んで楽しい言って楽しい、とならないと。海も山も人も、大好きな京丹後市がこ

れからも良い市となってほしい（５０代） 

・現在ある資料館や保管されている資料にお金をかけて整備し、芸術的なものや地域の文化芸術を発信す

る（５０代） 

・和久傳美術館のような民間施設を市内全域に建てる。行政が財政面を含め支援する（６０代） 

・市に美術館がない。名画を市民の方へ鑑賞してもらい、心を養ってもらいたい。五感も。心豊かになっ

てほしい（６０代） 

・統廃合された保育所、小中学校に設置されたピアノを有効に活用して、公共施設へのピアノ設置など広

げてほしい。丹後のアマチュア、文化芸術団体、サークルの自主的活動と発表の場の計画に対して規模

に応じた助成金制度をつくり活用しやすいものにしてほしい。若者が丹後に帰って文化芸術活動が活発

にできる環境づくりが必要。ロックバンドや太鼓サークルなどが周りに気兼ねなく練習できる防音施設

の練習場や小規模の発表会場の設置など（７０代） 

・自然史博物館を設立し、丹後半島の動植物などを展示し標本庫の充実をしてほしい（６０代） 

・誰もが行きやすい施設があれば、文化芸術の振興になると思います。コンサートや演劇、漫才、落語、

絵本の読み聞かせ、子ども向けの歌やダンス、誰もが楽しめるものを月に数回やることで、足を運ぶ回

数が増えるのだと思います。車がない人にシャトルバスがあればいいと思う。山や海など自然豊かな京

丹後、ここに住み続けたいと思う若者が増えるためにも、映画やコンサートに行くのに数時間かかるの

ではなく身近なところで楽しめる施設があることは若者の定着につながる（５０代） 

・丹後の人が楽しく参加する者から本格的なものまで、発表できるところって丹後文化会館しかないと思

います。唯一の場所なのにもっと改善して素敵な場所にしてほしい。大胆に変える。廃れていく前にも

っと子どもや若い人が活用してくれるように人が集まるまちに。文化会館付近に合宿所をつくるとか市

外からも人が流れ入ってきてついでに少し刊行してくれたり指導者が下見に来たりそんなふうになりた

い（４０代） 

・大きなスクリーンで映画を見たい。四季のようなミュージカルを見たい。プロでもアマでもコンサート

を多く開催してほしい。我々は文化に飢えている。美術作品も見たい。丹後地方の情報発信もしてほし

い。 

・京丹後市の身の丈からちょっと背伸びした文化活動のインフラ整備を期待します。配信とか経済効果は 

その先にあるものだと考えます（６０代） 

・海を利用した観光施設の充実（４０代） 

・学生の頃以降、文化会館を利用したことがありません。映画などはネットで配信されるので、生でしか 

見ることができないような芸術作品があれば利用したいです（４０代） 

・特定の人の目線だけでなく、病気で制限されたりするいろいろな人の立場の目線も必要。そう考えれ

ば、今の京丹後市はいろいろな面で遅れているとつくづく思う（３０代） 
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・京丹後は博物館や資料館が少なく遠出しなくてはならない。丹後の文化芸術は時折でよいので展示して

ほしい。また、昔のおもちゃ等子ども時代の遊びなど資料館の一部に触れて遊べるような場所も欲し

い。兵庫県のおもちゃ館とかジオパーク展示場とか、あればよいと思います（７０代） 

・文化芸術は人の心を豊かにして、魅力あるまちづくり、ひとづくりに役立つと思いますが、豊かな魅力

あるまちづくりには、経済・福祉・教育とさまざまなことが、バランスが取れて向上していくことが大

切かと思います。余りにも多くの使用していない公共施設が気になる。廃墟と化したいくつもの小中学

校や保育所の建物がひどく老朽化しみすぼらしく一部は野生の動物の住みかとなり、不衛生だったりと

気になります。そういう施設を活かすか更地にしないと、京丹後を訪れる人に魅力ある市と感じてもら

えないし、何より、住民は朽ちていくだけの建物を日々見ながらなんとか利用できないかと、心が豊か

になるどころかむなしくなります。管理する課をまたいだ取組が必要だと思う（５０代） 

 

 

 

・田舎ゆえに本物が観られる機会がなかなかありません。京都市内まで行けばと言われても行ける人ばか

りでもありません。チケット代が高額だと芸術に触れたくても触れられない人もあります。敷居を高く

しないで文化に触れられるようなことが理想です（５０代） 

・児童や青少年に文化に触れる機会を作っていただきたいです。文化事業に触れる機会が少ないからか、

丹後の人は文化芸術への価値（代金）への認識が弱いように思います。その価値を伝えていくことで、

文化会館の事業に多くの方が参加するようになることを願います。企画されても利用者が少ないことが

残念です（４0代、女性） 

・京丹後市ではなかなか文化芸術に親しむことができません。大阪や京都などの地域に行くことになりま 

す。子どもの時から芸術に親しめるようになれば、豊かな人に近づくこともできると思います。市の文

化はもとより、日本・世界の文化芸術が身近にあることはとてもすばらしいと思います（４０代） 

・一番は、生の芸術に触れること。子ども達には早くから味あわせてやりたい（６０代） 

・若者だけでなく、子ども（1歳～）の芸術に触れる催しがあれば参加したい。例えば絵の原画展など

（３０代） 

・学童期の段階でもっと丹後の文化芸術に触れさせる。授業の一環で体験させる（５０代） 

・小中学生が大人になるまでに文化芸術に触れ親しむことができる取組や環境整備を（４０代） 

・誰でも花火を眺めるがごとく簡単に触れられる仕組みを（５０代） 

・文化芸術により、生活に新たな楽しみが持てるそんなまちになってほしい（５０代） 

・サークル等の案内を見つけていて、市内にあるサークルのジャンルが偏っているように感じます。色々

な分野に興味を持ちながら、仲間を集めることが出来ず、活動できない分野の人を応援するようなこと

はできないものでしょうか（６０代） 

・誰もが気軽に参加できる、又は利用できる環境作り。ジャンルにとらわれないイベント、施設利用の誘

致（４０代） 

・街角で生演奏に出会い、人の集まる施設に市民の作品が展示してある。文化活動の風を感じる街。文化

芸術の趣味を持っている方は身近にたくさんいらっしゃいます。発表をするための敷居をいかに下げる

かが課題かと思う。有名無名、匿名、発表できる作品の量、質にかかわらず、発表できる場所の提供。

自薦他薦の拾い上げと場所の調整。街角野外常設小規模舞台（日除け、雨除けの屋根と照明と電源）の

充実が有れば、高齢化の街も多少華やぐような気がします（５０代） 

・文化芸術と言うと、とても固いイメージがある。もっと気軽に警察の音楽隊、自衛隊の音楽隊などふれ

あいコンサート的に招致し、市民が気軽に身近に親しめることが望みです。それより「関西の笑いの伝

統、吉本新喜劇が来る」となった方が興味が出ます。とにかく、身近に気軽に演劇等がみられると良い

と思います（３０代） 

・スタッフ等としての参加には躊躇するが鑑賞するのは好きです。オープンな環境とフレンドリーな雰囲

気で客を迎えてくださるともっと芸術、文化に気軽に参加できると思います。知人・友人には気軽に応

対する運営の方をよく見かけるが、一見客には冷たい態度をされると、一緒の他町の文化祭などに行く

と言われることがあります（５０代） 

・私の年代では、今後鑑賞の方が多いと思いますが、その費用も重要です。出来るだけ参加利用しやすい

のが望みです（７０代） 

・ジャンルが多いので、一言では言えませんが、古い伝統や歴史よりもこれから先、人が集まる方法を考

えたほうが良いと思う。例えばですが、今のコロナ問題はさておき、屋外で何万人も集まる音楽ライブ

フェスのようなものをする。暑い夏の熱いイベントのような感じ。また自然豊かな場所なので、映画や

ドラマ、ＰＶの撮影場所としてどんどん提供するとか。アニメの聖地なんかもよいのではないのでしょ

うか（４０代） 

・あまり背伸びをせずにこの地域に相応の小さく産んで大きくそだてていくこと。地道にやってほしい

（７０代） 

・近くに映画館がないので、小規模でもあると嬉しい。マンドリンという楽器をやっているので、そうい

う楽団があると参加できていいなと思う。（吹奏楽とか合唱が多いイメージ）（２０代） 

本物に触れる 
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・大都市ではないため文化芸術を作り上げていくことが困難ではあるがそれでも努力していってほしい

（４０代） 

・文化サークル活動、講座を多彩に園芸教室、郷土料理教室など（６０代） 

・文化芸術の振興は元気な多様性あふれたまちづくりには欠かせません。コロナもあと少しで落ち着くと

思いますので、いまのうちにしっかりとした振興策を作ってください。著名人（芸能人含む）を呼んだ

時は、例えば前日に必ず市民との交流会へのさんかを義務付けるような契約をするとかはいかがでしょ

うか。他市町ではあります（６０代） 

・京都市にいたころは応募してもなかなか参加できないことも多かったのですが、こちらでは参加できま 

す。この規模の自治体にしてはとても充実して幅広い（バリエーションのある）催しをしてくださって

いるのがありがたいです（４０代） 

・転勤で京丹後市にやってきているため、ずっと住むことを考えていないこともあり、なかなか文化芸術

にふれる機会がない。広報誌がポストに入らないため（アパートのため広報を自分で取りに行く必要が

ある）今、市内でどんなことがやられているかふれる機会がない。若い人は文化芸術に興味を示さない

人が多いと思う。インスタなど活用し周知する必要がある。文化芸術は一部の人に偏りがちになってし

まう。そういったところからも市としてどれだけ税金を入れていくか課題が多いのかなと思っています

（３０代） 

・こじんまりでもいいので、絵画にふれる機会が増えたらいいなと思っています。田舎で生まれ育ち、一

番身近にあるメディアが図書の本だったので、充実した本棚を希望します。子どもたち（小中学生）が

好奇心の湧くようなものをお願いします（４０代） 

・文化芸術は京丹後市が京丹後市であるがために重要な要素であり、継承していく必要がある。市民の再

認識と継承のため必要な政策や情報発信が肝要。地域の郷土芸能の継承し、市の指定文化財の適切な維

持管文化、芸術家の移住に適した地域、環境づくり（７０代） 

・芸術が生活とともにあることは、生きる喜びと深くつながっていると思います。どんな立場、状態にあ

る人にも、その光が届いてほしい。行政はいろいろな壁や敷居を作らず、振興を行ってください（６０

代） 

・豊岡市との協力関係を密にして、豊岡で行われている質の高い演劇やアートを京丹後市でも鑑賞できる

とうれしい。京丹後市内在住のアーティストの助言をもって個性的な文化芸術の振興を考えていただき

たい。行政が考えるとありきたりのつまらないものになってしまいがちだと思う（６０代） 

・少しでもよくなるまちづくりにプラスになることを感じていきたい（５０代） 

・急に”文化芸術振興”と言われても…という感じ。このアンケートに何の意味があるか分からない。い

つアンケート結果が公表されるのか…。市民抽出2000人の意見で必要か不要かが動くのであれば不安で

ある。「文化会館が不要だ」をとなればなくなるのですか？そもそも年間、どれくらいの維持費です

か？興味のない者からすればどうでもいい。施設の利用受付対応の態度とかなんとかしてほしい。横柄

です。それでは文化芸術は広がらない（３０代） 

・デジタル化の中でこのようなアンケートを取ることに時代ズレを感じる。財政を見直すべし。過疎化は

必須、文化芸術で市財政救えるか。（７０代） 

・コロナ禍の中での集まることの制限などで、何か遠ざかっていくようである。もっともっと文化芸術が

目の当たりにあり近いことが大切ではないかと思う。又、文化芸術、スポーツ等のイベント事業に、コ

ロナの問題もそうだが、何か事があれば再開されるまでに随分時間がかかり、忘れたころに再開される

ことが多い。そうではなく、行政なり施設の方で配慮の手立てを講じて実施を長引かせないことも関心

を引くための手立てではないかと思う。市民に忘れ去られることの無いようにすることも大切（７０

代） 

・文化芸術は自然に興るものであって、行政が経費をかけて取り組むものではないと思います。必要最小

限のかかわり方で良いと思います。文化芸術は民間の力に任せた方がいいと思います。市が力を入れて

施策を進めると、義務のような取組、義務のような文化活動となります。（文化祭への出品、出展の負

担など）ましてや、財政が厳しい中、文化芸術よりも大切な施策、力を入れる施策があると思います。

スポーツ振興もしかりです。力を入れすぐ手もあまり意味が無いと思われます（６０代） 

・旧６町に残る古代史は国の歴史にしても重要なものと存じます。地元民への啓蒙が重要ではないかと思

います。小中学生にしっかり伝えてもらいたいです（５０代） 

・地域の祭りに多くの予算をやってください（６０代） 

・ビールのＣＭに丹後が出てきて、県外でしているが、故郷を思い出すいいきっかけとなった。今日はパ

ソコンがあれば何でもできる。１８歳の高校生がヒットソングを作っている。（全国的に）私は、大学

生になって都会に出てから知ることが多くあった。もうインターネットがあり都会と田舎の区別もなく

なる。勝負の世界ではないが、そのような感覚を町にも持ち込むことができればもっと若者の可能性も

引き出せる。有名人を出すことが全てではないと思うが、それによって丹後に明るいニュースが生まれ

ることを祈っています（２０代） 

・文化芸術に大いに盛り上がっていただきたい。ただ、きっとこのままでは盛り上がっても一時に終わる

だろうと思います。それは盛り上がるための人が少なすぎるからです。これは市だけの責任ではないと

思いますし、盛り上げていく活動も、もちろん大事ですが、なんにしても人がいないとはじまらない。



                                       資料編 

67 

 

単発的に良いものが出来て、人が他府県から集まるとしても、それはわざわざ集めるという事であり、

最初から人が多ければ勝手に集まるし勝手に盛り上がるし、人だけでなく、お金の流れも出来るし、理

想としてそうなって欲しいと思います。その為に町の構造から見直してほしいと思っています。例えば

近年病院が新しい建物になったり、学校、幼稚園が統廃合したりありましたが、そういったタイミング

で駅の近くに大勢が使用する施設を近づけて欲しかったです。 

・もっと先の１０年後２０年後を構想して町を作って頂きたいです。なぜ、駅の近くかと言うと、ことご

とく、どこの田舎の町も、賑やかな場所と駅の場所が離れています。逆に都会の町はことごとく、駅か

ら町が広がっているのです。田舎は車社会ですが、それは町側がそうしてしまっているからです。駅か

ら町が広がる町づくりが出来れば、列車を利用する人も増え、駅が賑わえば駅の周りに店が出来、雇用

も生まれ、人の流出もすくなくなっていく。人が集まれば企業が集まり、個人の収入も上がる。何もし

がらみがなければこんな田舎から出て、都会に住みます。それはいろんな交通手段があり施設があり、

給料の格差からも逃れて平均年収も上がるからです。田舎も残すものは残しつつ、町は発展していくべ

きだと思います。そのためには駅から広がる町づくり、もしくは現状の賑わっている部分に駅をもうけ

るところからではと考えます。それが文化芸術の真の未来の姿になると私は考えます。若しくは駅の周

りに企業誘致を。（３０代） 

・様々な資源、人材をさらに活用し、生き生きと過ごせるまちづくり望む（４０代） 

・丹後は良い場所だなあと思い出したのは成人してから、しかし、今でも丹後の良い所は？と聞かれると 

「食べ物と海が良いよ」くらいのぼんやりとしたことしか言えない。丹後ちりめんの何がいいのか、す

ごいのか、丹後の古墳は大阪の大仙古墳と何が違ってどう価値があるのか、何も刻まれていないと感じ

る。具体性に欠けるので「丹後は海があるけど、京都市内みたいにこれといって」と何だか自信が無い

ようなことを言ってしまう。私は陶芸をするものなので、出土した土器やそれらがどこの地層を使い、

どこで焼いたかなどは非常に興味がある。もしかしたら、丹後の土や木や金属で、丹後の焼き物がつく

れたならと思うとワクワクする。作ってみたい（２０代） 

・文化は金なり＝貧困の社会では文化は発展しない。経済が豊かになることが文化の発展になる（６０

代） 

・地域の秋祭りに関して、子どもの減少等、秋祭りが出来なくなりますので、何か補助等を考えて欲しい 

（６０代） 

・もともと京丹後市出身であり、一度京都市、大阪市へ出てから、今年に帰ってきました。今思うとそも

そも京丹後市の有名な文化芸術、京丹後市が推しているものって何かぱっと出てこない印象。個人的に

は広く浅く文化振興するよりは狭く深く振興すべきと思う。将来的にいろんなことが出来る街になれば

いいなーととても思っています。コロナ禍で動きづらいですが、観光業には力を入れて、インバウン

ド、観光客が増えるような事業、催しを支援してもらえたらなあと感じます。そうすれば京丹後市の活

性化（移住者の増加、消費の増加）にもつながる。変化を恐れず色んなことを変えて、今こそ新たな京

丹後市を創っていくチャンスだと思います。（３０代） 

・高齢者が多い中、お互いにふれあい手軽にできる文化芸術活動を展開してほしい。（７０代） 

・京丹後の伝統（伝承や古墳、ちりめん）などを現代風にアレンジしてＳＮＳに発信していくのが良いと 

思う。（アニメやユーチューブ）丹後七姫も可愛いアニメキャラ風にして設定も構築した上で、一本ス

トーリーを作ったら面白そう。丹後七姫は絶対他にはない題材として使えると思うので、メディア展開

しやすそうだと思います（２０代） 

・児童や学生が興味をもてるようなイベント（今はとても難しいですが）設備があればよいと思う。現在

はＳＮＳ等でＩＴの美展もあるので、情報ツールを活用した取り組みが出来れば面白いと思います。私

はアナログ人間なので書物が良いです。年齢を重ねて価値観捉え方、思考は変わりますが、地元の歴

史、文化から教養を得て深めて行けると幸いと思います。40年住んでいても知らないことはたくさんあ

り、魅力がある京丹後市になるといいですね（４０代） 

・今はコロナで難しいが、①趣味を通じて集うことができる場がたくさんあるとよい。②海外からの留学 

生や旅行者を増やして、ＳＮＳで発信してもらう（文化、自然の素晴らしさ、身近にあって住民である

私たちが見過ごしているもの）③体験型文化芸術ツアー。ジョギングコース、サイクリングコース、ウ

ォーキングコースなど、整備すればもっと人は集められる。同時に文化関係もセットで案内してしまう

（５０代） 

・市の支援のもと、子どもたちに習い事として体験させたい。体験や短期コースなど、初めのきっかけが

作りやすいと良い。学校からも案内をもらってくるが、内容がいまいち分からず紙のムダ。気になる教

室などを調べようとするがＨＰなど情報も乏しく、はじめの一歩とはならない、とても残念。（４０

代） 

・移住者が増え、地域活性化にもつながっていると思う。Uターンで地元に帰ってくる人には何もないよ

うに感じる。大学や専門学校などで出て行った若者が、将来京丹後市に帰ってきたいと思えるような環

境作りがとても大切だと思います。地元民を大切にする町にしてこそ、移住者の方々に魅力を与えるこ

とができる。（３０代） 
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７ 京丹後市内貸館等施設一覧表  

 

生涯学習施設・コミュニティ拠点施設 

 施設名 建築年 所在地 管理主体 

1 峰山地域公民館 昭和 55 年 峰山町 生涯学習課 

2 弥栄地域公民館 昭和 55 年 弥栄町 生涯学習課 

3 丹後地域公民館 昭和 52 年 丹後町 生涯学習課 

4 たちばな会館 平成 15 年 網野町 生涯学習課 

5 網野教育会館 昭和 62 年 網野町 生涯学習課 

6 網野地区公民館 昭和 48 年 網野町 生涯学習課、網野連合区 

7 新庄地区公民館 昭和 58 年 網野町 生涯学習課、新庄区 

8 アグリセンター大宮 平成 9 年 大宮町 生涯学習課 

9 峰山織物センター 昭和 49 年 峰山町 商工振興課 

10 大宮織物ホール 昭和 47 年 大宮町 商工振興課 

11 弥栄機業センター 昭和 47 年 弥栄町 商工振興課 

12 かぶと山虹の家 平成 3 年 久美浜町 観光振興課 

13 
農林漁業体験実習館はしうど荘 

郷土文化保存伝習館 
昭和 60 年 丹後町 観光振興課 

14 天女の里交流施設 平成 11 年 峰山町 観光振興課 

15 小町公園小町の舎 平成 7 年 大宮町 観光振興課 

16 久美浜公会堂 昭和 5 年 久美浜町 久美浜市民局 

17 久美浜林業センター 昭和 50 年 久美浜町 地域コミュニティ推進課 

18 久美浜婦人センター 昭和 55 年 久美浜町 地域コミュニティ推進課 

19 久美浜農業センター 昭和 53 年 久美浜町 地域コミュニティ推進課 

20 久美浜機業センター 昭和 47 年 久美浜町 地域コミュニティ推進課 

21 久美浜果樹センター 昭和 54 年 久美浜町 地域コミュニティ推進課 

22 久美浜健康センター 昭和 55 年 久美浜町 地域コミュニティ推進課 

23 久美浜ぎょそんセンター 平成 4 年 久美浜町 地域コミュニティ推進課 

24 久美浜福祉センター 昭和 57 年 久美浜町 地域コミュニティ推進課 

25 五十河地区基幹集落センター 昭和 64 年 大宮町 地域コミュニティ推進課 

26 野間地区基幹集落センター 昭和 60 年 弥栄町 地域コミュニティ推進課 

27 峰山総合福祉センター 昭和 39 年 峰山町 生活福祉課 

28 網野社会参加交流ハウス 平成 16 年 網野町 長寿福祉課 

29 高齢者すこやかセンター 平成 12 年 網野町 長寿福祉課 

30 弥栄生きがい交流センター 平成 12 年 弥栄町 長寿福祉課 
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体験施設 

 施設名 建築年 所在地 管理主体 

1 峰山林業総合センターウッディいさなご 平成 11 年 峰山町 生涯学習課 

2 いさなご工房 平成 15 年 峰山町 生涯学習課 

3 大宮ふれあい工房 平成 7 年 大宮町 京都府・生涯学習課 

 

図書館・図書室 

 施設名 建築年 所在地 管理主体 

1 峰山図書館 昭和 55 年 峰山町（峰山地域公民館 3 階） 

生涯学習課 

2 あみの図書館 平成 14 年 網野町（らぽーと 2 階） 

3 大宮図書室 平成 9 年 大宮町（アグリセンター大宮 1 階） 

4 弥栄図書室 昭和 55 年 弥栄町（弥栄地域公民館 1 階） 

5 丹後図書室 平成 6 年 丹後町（丹後庁舎 3 階） 

6 久美浜図書室 昭和 58 年 久美浜町（久美浜庁舎 1 階） 

 

資料館・美術館等 

 施設名 建築年 所在地 管理主体 

1 琴引浜鳴き砂文化館 平成 14 年 網野町 文化財保護課 

2 郷土資料館 平成 3 年 網野町 文化財保護課 

3 丹後古代の里資料館 平成 5 年 丹後町 文化財保護課 

4 稲葉本家 平成 13 年 久美浜町 観光振興課 

5 ヒカリ美術館 平成 22 年 網野町 民間施設 

6 森の中の家 安野光雅館 平成 29 年 久美浜町 民間施設 

※民間施設については、京都府ミュージアムフォーラム加盟施設 

 

文化会館 

 施設名 建築年 所在地 管理主体 

1 京都府丹後文化会館 昭和 55 年 峰山町 京都府丹後文化事業団 

 

その他 

 施設名 所在地 管理主体 

1 
京都府立丹後勤労者福祉会館 

（丹後地域職業訓練センター） 
大宮町 京都府 

2 
丹後地域地場産業振興センター 

（アミティ丹後） 
網野町 

公益財団法人 

丹後地域地場産業振興センター 

3 京都府弥栄青少年山の家 弥栄町 京都府 
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閉校施設（令和 4 年 4 月現在） 

  

 施設名 所在地 校舎の利活用状況 備考 

1 旧五箇小学校 峰山町 公文書保管施設  

2 旧丹波小学校 峰山町 峰山放課後児童クラブ（一部）  

3 旧大宮第三小学校 大宮町 
民間活用（一部） 

丹後吹奏楽団（一部） 

 

4 旧郷小学校 網野町 
郷土資料館 

京丹後市夢まち創り大学 

 

5 旧三津小学校 網野町 民間活用  

6 旧橘小学校 網野町 一部利用 耐震補強必要 

7 旧豊栄小学校 丹後町 民間活用  

8 旧竹野小学校 丹後町 一部利用 耐震補強必要 

9 旧宇川中学校 丹後町 京丹後市基地対策室等（一部）  

10 旧溝谷小学校 弥栄町 京丹後市新シルク産業創造館  

11 旧黒部小学校 弥栄町 一部利用 耐震補強必要 

12 旧川上小学校 久美浜町 一部利用  

13 旧海部小学校 久美浜町 
久美浜海部放課後児童クラブ（一部） 

丹後緑風高等学校久美浜学舎（一部） 

 

14 旧田村小学校 久美浜町 一部利用 耐震補強必要 
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８ 京丹後市文化芸術振興審議会委員名簿  

  敬称略 

 氏名 所属等 

会 長 田中 智子 
一般社団法人京都府北部地域連携都市圏振興社京丹後地域本部副本部長 

（京丹後市観光公社副理事長） 

副会長 松本 経一 京丹後市文化協会 会長 

委 員 

上田 美知子 京丹後市国際交流協会 副会長 

櫛田 匠 京丹後文化のまちづくり実行委員会 副会長 

後藤 淳司 特定非営利活動法人京丹後コミュニティ放送 局長代理 

谷口 理恵 日本マリンバ協会丹後支部 京都府丹後文化事業団企画委員 

土出 政信 
京都府丹後文化事業団 事務局長 

京都府丹後文化会館 館長 

藤原 可苗 
WEB・グラフィックデザイナー 

（令和元年 3 月まで）久美浜町地域おこし協力隊 

藤原 哲也 京丹後市中学校校長会 文化芸術担当 京丹後市歌作曲者 

増田 明子 京丹後市図書館協議会 委員 

丸山 桂 
株式会社コンセプトデザインラボ代表 

久美浜駅内カフェ クロコ経営 

安井 美佐子 京丹後市女性連絡協議会 理事 

山内 美幸 京丹後市商工会 女性部部長 

山田 勝 
音響・印刷業（My Sound 代表、ユニプリント代表） 

峰山高校軽音楽部外部顧問 

吉岡 高博 一般社団法人京丹後青年会議所 理事長 

アドバイザー 

藤野 一夫 兵庫県公立大学法人 芸術文化観光専門職大学副学長 芸術文化・観光学部長 

近藤 のぞみ 兵庫県公立大学法人 芸術文化観光専門職大学 講師 

河合 温美 兵庫県公立大学法人 芸術文化観光専門職大学 国際交流コーディネーター 

田中 圭一 京都府文化スポーツ部 副部長 

甲斐 少夜子 
京都府丹後広域振興局 地域連携・振興部 企画連携推進課 

地域アートマネージャー 

 

 

 

事務局 

 

 

 
 

引野 雅文 京丹後市教育委員会 教育次長 

安達  純 京丹後市教育委員会 生涯学習課 課長 

新谷 勝行 京丹後市教育委員会 文化財保護課 課長 

坪倉 武広 京丹後市教育委員会 生涯学習課 課長補佐 

寺田 絢子 京丹後市教育委員会 生涯学習課 主任 
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９ 京丹後市文化芸術振興審議会の開催及び計画策定の経過 

名称 日程 内容 

諮問 

第 1 回審議会 

令和 3 年 

10 月 13 日 

教育委員会教育長より計画策定について諮問 

委員の委嘱、計画の概要等 

第 2 回審議会 11 月 24 日 アンケート調査報告について 

計画骨子案について（意見交換） 

京丹後市公共施設見学

「スタディーツアー」 

12 月 11 日 芸術文化観光専門職大学の学生に、京丹後市内の文化施設（京

都府丹後文化会館、琴引浜鳴き砂文化館、丹後古代の里資料館

等）を実際に訪れてもらい、文化芸術分野の課題や解決への取組

について考察してもらうスタディツアーを実施。 

参加者：学生 ４人 大学関係者 ４人  

文化芸術振興審議会委員 ３人 計１１人 

第 3 回審議会 令和 4 年 

1 月 24 日 

京丹後市公共施設見学 スタディーツアーの報告について 

計画骨子案について（意見交換） 

第 4 回審議会 3 月 17 日 計画素案の検討について（意見交換） 

文化芸術戦略 

先進地視察 

4 月 8 日 視察先：城崎国際アートセンター（ＫＩＡＣ） 

やぶ市民交流広場、江原河畔劇場 

兵庫県公立大学法人芸術文化観光専門職大学 

参加者：審議会委員 ９人 アドバイザー ４人 事務局 ４人 

計１７人 

第 5 回審議会 5 月 30 日 文化芸術振興計画（素案）の検討について 

きょうたんご文化芸術

のまちづくりシンポジ

ウム 

6 月 25 日 ○テーマ「文化芸術によるまちの活性化について」 

＜基調講演＞  

講師：兵庫県公立大学法人  

芸術文化観光専門職大学  学長 平田  オリザ 氏 

＜パネルディスカッション＞ 

コーディネーター： 

兵庫県公立大学法人 

芸術文化観光専門職大学  副学長 藤野 一夫 氏 

パネラー:久美浜一区自治会        会長 谷口 潔 氏 

京都府地域アートマネージャー  甲斐 少夜子  氏 

現代美術アーティスト       長嶺 慶治郎  氏 

京都府立峰山高等学校２年     田中 淳子 氏 

参加者：１１１人 

第 6 回審議会 7 月 26 日 文化芸術振興計画（案）の検討について 

第 7 回審議会 9 月 16 日 文化芸術振興計画（案）の検討について 

答申 9 月 30 日 教育委員会教育長へ計画案（答申）提出 



 

 

 

 

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

発行年月：令和 年 月 

発  行：京丹後市教育委員会事務局 生涯学習課 

住  所：〒６２９-２５０１ 京都府京丹後市大宮町口大野２２６番地 

Ｔ Ｅ Ｌ：０７７２－６９－０６３０ Ｆ Ａ Ｘ：０７７２－６８－９０６１ 

 

 

 


